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    ◎開議の宣告 

○議長（田正輝君） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は15人であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

（午前 ９時３０分）  

 ────────────────────────────────────────────────── 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長より発言を求められておりますので、許可します。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） おはようございます。 

 去る６月６日の本会議におきまして、議案第35号 大口町国民健康保険税条例の一部改正に

ついての質疑の折、吉田正議員から、今回の条例改正に伴い、どのように国民健康保険税が軽

減されることになるのか、具体例について資料提出の依頼がございました。本日、皆様方のお

手元に軽減の事例等を資料として配付させていただきましたので、よろしくお願いします。以

上でございます。 

 ────────────────────────────────────────────────── 

    ◎一般質問 

○議長（田正輝君） 日程第１、一般質問を行います。 

 一般質問進行方法については、５月26日の議会運営委員会で次のとおりに決定されています

ので、御確認をお願いいたします。 

 質問者の持ち時間は、１人90分です。90分を経過した場合は、質問者・答弁者とも速やかに

発言を終えるようにしてください。それから、時間経過の合図はいたしませんので、残り時間

を確認しながら質問してください。答弁者は自席での答弁で結構です。 

 それでは、質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 ────────────────────────────────────────────────── 

◇ 土 田   進 君 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 皆さん、おはようございます。８番議席の土田進でございます。 

 議長さんのお許しをいただきましたので、通告に従いまして２点ほど質問をさせていただき

ます。 

 最初に、集中豪雨時の浸水対策についてお尋ねをいたします。 

 災害は忘れたころにやってくると言われております。また、ことしも梅雨の季節になり、梅
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雨末期の集中豪雨や台風による風水害が心配される季節となりました。また、新聞報道によれ

ば、地球温暖化による異常気象で局地的な集中豪雨も心配されております。平成12年９月11

日・12日の東海豪雨では、雨量が２日間で600ミリ、時間雨量で100ミリ以上を記録しました。

新川では堤防が100メートルにわたって決壊し、現清須市の西枇杷島町や新川町、名古屋市西

区山田地区等、名古屋市周辺で多数の浸水被害が発生しました。我が大口町でも被害が発生し

ましたが、主な被害はどのようなものであったのか、お尋ねをいたします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 改めておはようございます。 

 東海豪雨におけます大口町の被害状況について、お答えをさせていただきます。 

 東海豪雨時の町内での被害状況は、床上浸水４件、床下浸水21件、道路の冠水19ヵ所、五条

川にかかる北河原橋の崩落、護岸の崩壊等が五条川と郷浦排水路で各１ヵ所、河川の増水によ

る大きな越流が五条川の豊田地区と合瀬川の外坪地区です。なお、浸水被害のうち奈良子川及

び郷浦排水路の流域内は、床上浸水はありませんでしたが、床下浸水は７件でございました。

以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 被害が発生した地区の一つに、準用河川奈良子川、郷浦排水路流域があ

ります。最近、私は西奈良子地区の住民より一通の手紙を受け取りましたので、ここで紹介さ

せていただきます。 

 私たちの部落は地盤が低く、昔から雨が大降りすると浸水するので、昔の人々は雨が降ると

水路になるように道を低くしていた部落でした。そして奈良子川を改修する話が町からあり、

私たちは、川幅、深さが大きいので、たくさんの水が来ると困ると町に申し上げましたら、町

は、大水でも80％しか来ないとの話でした。奈良子部落の水も流れ落ちて、大変よい話でした。

部落から４本の排水が奈良子川へ落ちる工事をしていただきましたが、最初は部落の水が川へ

流れてよかったのですが、奈良子川の上の方へと工事が進むにつれて水量が増加して、部落か

ら奈良子川へ流れ落ちるはずが、排水路から逆流して部落へ流れるようになり困りました。そ

こで町に逆流をとめる弁を取りつけていただきました。また、上流に工事が進むにつれ、大雨

で水量が増すと満水になり、部落の方へ水が上がってきて困りました。この原因は、奈良子川

の下流の堀尾跡公園地内の川にふたがしてあるので、西側の田の方へ流れないから上流の方の

西奈良子部落の方へ上がって困っております。その水は部落内を流れ、西側の愛岐南北線の道

へと流れ、現在の添付写真のような、道が川のようになっております。愛岐南北線をつくると

きに、県や町に少しでも道を低く下げていただきたいとお願いして、県道若宮江南線の道を
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少々下げていただきました。それで水は流れておりますが、大雨のときは16メーターの道幅に

深さ20センチぐらいまで来ます。この状況を思うと、今後、愛岐南北線の工事が始まる前に検

討していただきたく存じます。後々に憂いのないようにお願いをいたします。 

 以上の内容の手紙を受け取り、早速近隣住民の方に実情を聞きました。この西奈良子地区は、

旧の字名が東池尻、中池尻、西池尻、流れ、差柳、これは苗田のことだそうです。このような

地名が示すように、昔からじょうごの口のように水のたまるところであったそうです。東海豪

雨のときには床上浸水、今、床上はないということを言われましたが、私が調べたところでは

床上もあったとその方に聞きました。それから床下浸水の家屋もありまして、町内においても

比較的被害の大きかった地区であったと思います。 

 そこで添付資料の１をごらんください。奈良子川並びに郷浦排水路の改修経過を示した図面

です。この図面について御説明を願います。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 奈良子川と郷浦排水路の改修の履歴及び経過について報告させ

ていただきます。 

 奈良子川は、昭和52年から昭和60年度までに五条川から郷浦排水路との接続点までを改修し

ました。また、郷浦排水路の東海豪雨以前の整備状況につきましては、下流の奈良子川接続点

から町道大屋敷線までを昭和61年度から平成２年度までに、上流の余野から中小口までを昭和

54年度から昭和63年度までに整備いたしました。東海豪雨後は、平成12年度は町道大屋敷線上

流14メーターを災害復旧工事、翌13年度は災害復旧工事箇所から町道桃花台線までの約125メ

ーター、14年度は大御堂児童遊園手前まで約104メーター、平成15年度は町道大御堂線手前ま

で約169メーター、平成16年度は前田養鶏場まで約364メーター、平成17年度は竹田公園の南付

近まで約214メーター、平成18年度は竹田公園東付近まで約115メーター、平成19年度につきま

しては町道役場柏森線手前までの約194メーターを順次整備してきました。今後の残りにつき

ましては、奈良子川の調整池まででございますが、約360メーターを残り３ヵ年で整備する予

定となっております。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 東海豪雨のときには五条川の水位が上昇し、奈良子川に逆流しないよう

に設けられた逆止弁が働き、奈良子川の雨水が五条川に排水できなくなりました。上流より押

し寄せてくる雨水は、堀尾跡公園沿いの川にはふたがあるため流れ出ず、その上流の西奈良子

地区であふれ出した水は集落内に流れ込み、西側の愛岐南北線へと流れ出し、道路は川のよう

になりました。そして低い土地の住宅が床上や床下浸水になりました。これは集中豪雨により
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五条川の水位が上がったことに起因するものと推測されます。この問題を解決するには、五条

川の水位が上がらないように改修工事が必要と思われます。 

 五条川について県の改修計画はどのようになっているのか、また大口町内の改修計画はある

のか、お伺いをいたします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 愛知県の五条川の改修計画について御質問をいただきました。 

 五条川につきましては、犬山市の西片草地先を起点といたしまして、大口町を北東から南西

にかけて流下いたします巾下川、青木川を合わせて新川に合流している河川、延長につきまし

ては約30キロメートルの河川でございます。 

 愛知県においては、「まちの暮らしを支え育む、安全で安心できる川づくり」を基本理念に

掲げまして、平成19年10月に、今後おおむね30年にわたる河川整備計画を策定いたしました。

この計画の策定に当たっては、大口町内の五条川、合瀬川、矢戸川等の全河川の整備が計画に

のるよう、愛知県や自民党国会議員等に対して強く要望してまいりましたが、残念ながら当面

の大口町内の河川改修については、合瀬川と青木川放水路が計画にのり、改修工事が行われる

ことになりました。五条川については、新川合流点から岩倉市の待合橋までの約14キロメート

ルが工事施工区間となっています。大口町を含む待合橋より上流は、まだ具体的な内容は示さ

れていません。 

 しかし、合瀬川は、荒井堰まで改修されると五条川に流れ込む洪水をバイパス的に流下させ

る機能があり、五条川の負担を軽減できるようになり、青木川放水路は奈良子川、郷浦排水路

流域の洪水を木曽川に逃がす機能を持ち、下流部の浸水危険度を下げますので、大口町として

は治水安全上どちらも大変重要な事業であり、早期完成が望まれるところであります。今後も

合瀬川及び青木川放水路の一日も早い工事完了を、県・国及び関係機関等に対し、今まで以上

に強力に要望してまいりたいと考えておりますので、御理解、御協力をお願いいたします。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 現在、五条川の大口町内における改修は、計画が今、岩倉の待合橋まで

しかないというお話でした。そのような現状において、愛岐南北線が今後三、四年の間に155

号線まで延長されますが、愛岐南北線の五条川にかける橋の右岸の取りつけ道路の形状はどの

ような計画であるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 五条川に新しくかける橋となりますと、現在の堤防の上に橋が

できるような形となりますので、右岸の取りつけ道路の形状も現況より高くなることになりま
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す。現況高さと計画高さは、県道若宮江南線のところは変わらず18.32メーター、そこから78

メーターほど南の町道豊田130号線のところで現況が17.85メーター、計画高さは18.21メータ

ー、約36センチ高くなります。その付近から橋にかけて上り勾配が始まり、五条川堤防上では

現況18.90メーター、計画高さでは19.95メーターで、約1.05メーター高くなります。橋の真ん

中では20.129メーターとなります。上り勾配の始まる町道豊田130号線地点と橋の中央の高低

差は約1.92メーターとなります。約79メーターの距離で上っていくことになります。勾配は上

り区間の平均が2.42％、最大が3.62％であるというふうに聞いております。 

 路面排水については、南から一たん県道側に戻し、そこから南に向け排水路を設け、現状と

同様、奈良子川へ放流するという計画だと聞いております。以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 今、五条川にかかる橋の高さが右岸で1.95メーター、その北側、手前約

80メーターのところから上り坂になるということですが、県道若宮江南線を越えるとすぐに上

り坂になり、集中豪雨時にはこの交差点が低い土地になるということで、愛岐南北線と若宮江

南線の交差点付近は添付写真のような状態以上に雨水がたまるようになるのではないかなあと

心配をしております。そのような点は大丈夫でしょうか。交差点付近が水たまりになるという

心配はないでしょうか、お尋ねします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 後の質問の方にも絡んでくると思いますが、基本的にはこちら

の高低差の関係も出てまいります。基本的には、先ほども言いましたように、奈良子川の方に

放流という形になってきます。現況の高低差というのは今説明させていただいたんですが、基

本的には奈良子川への放流という形でフォローできるんではないかというふうに考えておりま

す。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 次に、郷浦排水路の上流部にある奈良子川調整池と奈良子川下流域の一

番低いところの標高差はどれぐらいあるのでしょうか、お尋ねをします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 高低差について御質問をいただきました。奈良子川調整池と奈

良子川下流域の道路高、田面高、河床高の標高差は次のようになっております。 

 奈良子川調整池北側の県道小口岩倉線の道路高は24.84メーター、奈良子川下流域の県道若

宮江南線の道路高は18.32メーター、その差は6.52メーターです。また、奈良子川調整池南側



－５８－ 

の田面高は23.32メーターで、奈良子川下流域の堀尾跡公園北側の田面高は17.40メーターで、

その差は5.92メーターあります。さらに奈良子川調整池の郷浦幹線河床高は22.15メーターで、

奈良子川下流域の堀尾跡公園内の奈良子川河床高は16.086メーターで、その差は6.064メータ

ーでございます。以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 私が調べたところによりますと、郷浦排水路上流部、奈良子川調整池の

ところの西側のゴルフ場のあるところが標高が25.3メーター、奈良子川下流域の一番低いとこ

ろで17.3メーター、標高差が約８メートルあります。平たんな地区のように見えるわけですが、

これだけの標高差があれば、その間の水路の長さが約３キロあるわけですが、その地域の雨水

を集めて郷浦排水路を流れ下り、その水は奈良子川下流部から五条川へ排出されます。ところ

が、集中豪雨時には五条川の水位が上がって放流できない事態になれば、奈良子川の水は西奈

良子周辺であふれて集落へと流れ込むことが予想されます。その集落を越えた水は、地盤が低

いアスファルトで舗装された愛岐南北線に流れ込み、道路が添付写真のように川のようになる

ことが想像されます。郷浦排水路の改修が進んだことにより、今まで以上に浸水被害の可能性

があります。 

 大口町の今までの見解では、愛知県から新川の改修を進めており、上流部では雨水をいっと

きに下流に流すのではなく、適当に各地でため、あふれさせてから流すように指導を受けてい

るとの説明を受けてきました。郷浦排水路の改修は県の方針に反しており、下流部に負担を強

いている現状ではないでしょうか。 

 そこで、集中豪雨時には下流部の奈良子川流域で水があふれ、浸水被害の発生が予想される

にもかかわらず、上流部の改修を東海豪雨後1,284メートルも進めたこと、また今後も上流へ

改修が進むことは、下流部の住民の不安が増大することになります。町はこのことについてど

のような見解で改修を進めておられるのか、お答えをお願いいたします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 平成12年度の東海豪雨では、豊田地区の御供所、西奈良子地区

を初め、奈良子川、郷浦排水路流域内においても多数の浸水被害が発生しました。東海豪雨の

雨量は、まさに豪雨と言われるとおり、近年私たちが経験したことのない激しいものでした。

そういった中で、奈良子川付近、郷浦排水路流域内の浸水原因を考察しますと、御供所地内に

ついては大之瀬橋の高さが十分でなかったため、また西奈良子地内については北河原橋が崩落

するという想像を超えた事態により、五条川の通水断面が小さくなってしまったことがこれら

の地区が浸水した原因の一つであると思われます。一方、上流の浸水原因については、流入し
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てくる雨水排水が、未整備区間においてその断面が小さいため行き先を失い、付近が浸水した

と思われます。こういったことから、上流部の郷浦排水路の改修は喫緊事となり、井路敷問題

で中断していたところを関係者の理解を得て着手してまいりました。 

 その影響についての御質問でありますが、下流部は改修が済んでいるため、この流域内の雨

水排水を安全に流下させるために必要な流下能力を有しており、浸水被害が増大するという可

能性は非常に小さいと考えています。さらにこの流域では、県によります青木川放水路の工事

が進められております。この事業は、奈良子川調整池のところでこの流域の洪水量の一部を地

下放水路を通し木曽川へ放流する計画であり、当初の予定より年数はかかっているものの、着

実に進められており、完成すれば、この流域の治水安全度を確実に向上させてくれるものと期

待しております。また、先ほども申しましたように、合瀬川が改修されることによって、荒井

堰において五条川への洪水流入量の減少が図られることにより、この地域での五条川の水位も

下がるものと考えられます。これらの県による事業は、大口町の治水上大変有効なものであり

ますので、早期完成を引き続き要望してまいりたいと考えております。 

 なお、東海豪雨を含め、最近各地で発生する大雨による洪水のニュース、新聞記事を目にし

ますと、私たちの身近にある水についてふと考えてしまうことがございます。平成、昭和より

もはるか前、江戸時代ですが、水利権というものがありました。私たちの生活の糧となる水を

いかにして得るかということのあらわれであったかと思います。しかし、一たん洪水が起きる

と、水は堰を切って下流に流れてしまいます。水利権とは一体何だったのでしょうか。 

 平成12年度の東海豪雨以来、我々は県に対して、合瀬川、五条川の改修、あるいは青木川放

水路の工事完了の要望を何度も行ってきましたし、今後も早期実現に向け続けていくつもりで

す。新しい道路の新設も必要であります。しかし、地域の安全ということも我々の頭からいっ

ときも離れるものではありません。今回御質問をいただいている件につきましては、我々行政

はもちろん、議員におかれましても、私どもと一体となって活動、御支援いただければ大変う

れしく思います。以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 上流部において合瀬川の改修等、いろいろと対策はとられているという

こと、また青木川放水路と奈良子川調整池が将来接続するということは私も承知いたしており

ますが、この青木川放水路と奈良子川調整池が接続するのはいつごろになるのか、現在の工事

の進捗状況、それと開始はいつごろになるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 現時点での状況でございますが、先ほど言いましたように、若



－６０－ 

干工事そのものがおくれておる状況でございますが、確実に工事は今行われておりまして、御

質問の箇所については、昭和川の調整池から奈良子川の調整池までの約850メーターについて

工事が行われるものでございますが、現時点では、平成23年度から工事に入りまして、２年間

ほどで工事が完了するという計画になっております。通水ができる状態になれば、毎秒３トン

の排水ができるという状況と聞いております。 

 なお、工事については、用地買収等の関係がございますので、工事方法については未定でご

ざいます。以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 今、青木川放水路に接続すると、毎秒３トン、青木川放水路の方に流せ

るようになるとお聞きしましたが、上流から来る水量はどれくらいで、下流の奈良子川の方へ

流すのはどれくらいでしょうか、お尋ねします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 上流から８トンということで、３トン放流しますので、５トン

という状況になろうかということでございます。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 上流からの水量が毎秒８トン、そして調整池へ３トン、５トンを郷浦排

水路へ流す計画ということで、青木川放水路へ流す量より郷浦排水路へ流す方が多いという計

画であります。それで、青木川放水路と奈良子川調整池が接続されるまでにはいろいろな問題

も今後あると思います。まだまだ接続までには時間がかかるのではないかと思われます。青木

川放水路と調整池が接続すれば、奈良子川の水量を減らす効果は少しはあると思いますが、し

かしながら、西奈良子地区から奈良子川調整池の位置までは流域距離で約３キロあります。余

りにも遠く、東海豪雨後1,284メートルも改修されたことで沿川の雨水がより集中することに

なり、今後も改修が進むことによって水量がますます増加するであろうと予想されます。今の

ところ大口町内は県の五条川計画もなく、集中豪雨時に五条川の水位が上がり、上流から押し

寄せてくる水を奈良子川から五条川に排水することができず、奈良子川があふれ、下流地域の

浸水被害が心配されます。奈良子川上流部の郷浦排水路の改修が進んでしまった現在では、西

奈良子地区の浸水被害を少しでも減らす対策として、西奈良子地区に近い位置に調整池をつく

る等、何らかの浸水対策は検討できないのか、お伺いをいたします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 西奈良子付近に調整池をという御質問をいただきました。 
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 平成16年に特定都市河川浸水被害対策法が施行され、大口町においては平成17年度に新川流

域整備計画と整合を図りながら流域水害対策計画を策定し、これに基づき、新設統合大口中学

校に4,300立方メートルの雨水貯留施設を建設しました。さらに今年度は余野地内に1,000立方

メートルの雨水調整池を建設する予定です。 

 さて、御質問の西奈良子浸水対策については、東海豪雨後の北河原橋、大之瀬橋改築及び新

設中学校に設置した調整池、さらには青木川放水路事業、また合瀬川改修による五条川の水位

低下等、町と県による事業の効果を検証しながら、流域水害対策計画による大口町全体の調整

池設置計画や農地の保水機能を保全する方策等、あわせて効果的な施策を総合的に検討してま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 西奈良子地区の住民は、大雨が降るたびに浸水するのではないかと大変

心配しております。住民の安心・安全な生活を守るため、最優先課題として西奈良子地区に近

い位置に調整池をつくる等、浸水予防対策を講ずることを要望しておきます。町内にはほかに

も浸水被害が予想される地区があろうと思いますが、ぜひ集中豪雨時の浸水予防対策に力を入

れていただきたいと思います。 

 次は、農業用排水路の改修と維持管理について質問をいたします。 

 まず、農業用排水路の改修についてお尋ねをいたします。 

 農業の近代化・効率化を図るため、圃場整備事業が行われました。豊田第７工区は平成５年

に換地処分が実施されました。全町農業公園構想が平成15年に制定され、「広く豊かな農地を

持つ大口町のまちづくりは、この農地をまちの財産として大切に守り」とあります。私もこの

理念には大いに賛同するものであります。しかし、現状を見ると、この全町農業公園構想と農

地転用が進んでいることは、相反しているように思えます。また、平成22年に行われる都市計

画見直しに関する県の都市計画区域マスタープランの県案も出され、大口町の案も作成段階に

あると思われますが、今後、大口町は全町農業公園構想の理念を守るのか、都市開発を推進さ

せるのか、どちらの方針を案としてまとめ、優先させていくのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 農業用排水路の改修と維持管理について御質問をいただきまし

た。全町農業公園構想と農地転用が進んでいることについての矛盾というような趣旨の御質問

であったというふうに思います。 

 議員のお地元である豊田地区、土地改良区でいう第７工区の最近の農地転用箇所の図面をお

示しいただいております。優良農地が減少することに憂えているという御質問でございますが、
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議員御承知のとおり、平成19年１月１日から幹線道路の沿道等における流通業務施設の立地条

件が緩和されたことにより、この地区には条件的にも地理的にも最適な箇所として倉庫進出が

続いておりますし、企業の駐車場不足もあって農地転用が集中しております。 

 さて、全町農業公園構想と農地転用が進んでいることが矛盾しないかというような趣旨の御

質問であったと思いますが、農地転用は許可制となっており、許可制度の目的は、優良農地を

確保しながら農業との土地利用調整を行った上で、都市的利用等、他用途への転換要請にもこ

たえつつ、地域開発のために計画的な土地利用を図るものであります。豊田地区における農地

転用についても、そうした許可基準に適合した上で、市街化区域に近接した地域から順次転用

されるよう、農業経営の安定を図りながら進めてまいりますので、御理解をお願いしたいと思

います。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 私の手元にある資料によりますと、都市計画見直しに関するスケジュー

ルというのがありまして、これによりますと、７月の県の都市計画審議会に対し大口町として

の案を作成しているはずですが、その進捗状況がわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 大変申しわけないですが、今ちょっとわかりませんので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） こういったことも議会で、全員協議会でもよろしいですから、現在どの

ようになっているかということをお示しいただきたいと思っております。 

 それでは次にまいります。 

 大口町は、名神高速道路、名古屋高速道路の小牧インターチェンジに近く、国道41号線、

155号線が通り、非常に交通の便のよい地域で、開発が進むのも時代の流れであり、また企業

の進出は町の財政においても大いに寄与しており、そのために農地転用が進むのもやむを得な

いかもしれません。現在、国道41号沿線はもとより、国道155号沿線も開発が進んでいます。

村中交差点の立体化工事も進みつつあり、155号線の４車線化も計画されているようです。ま

た、３年をめどに愛岐南北線も155号線に接続し、ますます交通の便のよい地域になろうとし

ております。最近の新聞報道によれば、政府の地方分権改革推進委員会において、農地転用の

許可権限を国から都道府県に移譲することをまとめたようであり、また愛知県は、工業用地確

保及び企業の他県への流出防止のため、農地転用の規制緩和の方向にあるようです。 
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 では、資料の２をごらんください。圃場整備事業第７工区の図面です。豊田三丁目地内にお

いて農地転用申請が済んでいる土地や、現在転用が検討されている土地もあるようで、農地は

ごくわずかとなりました。効率的な農業ができるように圃場整備事業が行われたにもかかわら

ず、平成５年に換地処分が行われてわずか15年で、ほぼ農地がなくなりました。今後は、御供

所三丁目、豊田二丁目、一丁目へと開発が進んでいくのではないかと心配をしております。 

 平成16年５月の特定都市河川浸水被害対策法に基づき、大口町全域を含む新川流域が特定都

市河川流域と指定されました。この法律により、田畑などを農地転用し、建物を建てたり駐車

場などとした場合、その面積が500平米以上であれば県知事の許可が必要になりました。許可

に当たっては、許可基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。この雨水貯留浸

透施設はどのような施設で、田畑の果たしていた雨水貯留機能をどの程度カバーできるのでし

ょうか、お尋ねをします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 雨水貯留浸透施設とは、特定都市河川浸水被害対策法の定義で

は、雨水を一時的に貯留し、または地下に浸透させる機能を有する施設であって、浸水被害の

防止を目的とするものであります。具体的には、調整池、貯留槽、浸透ます、浸透トレンチ、

透水性舗装、浸透池等であります。 

 平成18年１月１日より特定都市河川流域に指定された新川流域においては、500平方メート

ル以上の開発に伴い設置が義務づけられています。設置に当たっては、設計技術基準に基づく

計算が行われます。開発が行われる土地から流れ出す雨水の量について、開発前の土地の形状

と開発後の土地の形状の変化による増加を抑えるため、計算に基づく大きさの雨水貯留浸透施

設を設置することになります。 

 その効果は、田畑であった場合と比較してどうかという質問でございますが、法律では、設

計基準により計算された大きさのものを設置すればいいということになっております。以上で

す。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 田畑が果たしていた貯水機能と同程度の機能を持つ施設をつくることは、

大変な費用もかかり、不可能ではないかと思われます。最近つくられた雨水貯留浸透施設の貯

水池を見ても、ちょっとした雨でも満杯になっていて、田畑の果たしていた機能には及ばない

ことは明白であります。本当にこれで規定を満たしているのかと疑問に思いたくなります。規

制が強化される前に開発した貯留施設は不十分なものが多いと思われます。農業用排水路は、

田畑が多くの水を蓄えることを前提にしてつくられたものであります。農業用排水路は、水が
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あふれて田んぼに流れても、24時間以内の稲の冠水であれば想定内の設計になっていて、大雨

のときに排水路からあふれるのは当然の現象であります。しかし、開発が進み、今まで大きな

貯水池であった田畑が減少し、一たび集中豪雨が発生すれば、雨水は一気に排水路に流れ、流

下能力を超えた水は低い場所であふれ出すのも当然の現象であります。 

 この豊田三丁目のように開発が進んでしまった地区の農業用排水路は、水路敷の広さも十分

あることでもあり、水路を拡幅した排水路に改修すべきと思いますがいかがでしょうか、お尋

ねします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 町内の農業排水路は、ほとんどが昭和40年代から始まった土地

改良事業によって整備されたものであり、土地改良事業の設計基準に基づいて構造、断面、勾

配等が計算されています。総合治水の観点からすると、水田は遊水池との見方ができると思い

ます。水田地区において農地転用が進んだところの排水路は、水田の遊水池としての機能分だ

け断面不足となることも考えられますので、対策を講じなくてはならないところもあると思わ

れます。しかし、対策としては、先ほどの西奈良子の問題で議員も心配されましたように、水

路の改修は下流のことも考えなくてはならないと思います。この後の質問にも関連しますが、

水路改修のほかに、調整池の設置や県による河川改修等、地域の状況に応じた対策を講じなく

てはならないと考えております。以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 開発の進んだ地区の中でも専業農家として生計を立てておられる方々が

あります。その中の１軒の農家は、周囲が田畑のときに田んぼの状態で農業ハウスを建てて野

菜の栽培をしておみえでございます。しかしながら、年度内にも周囲が倉庫と駐車場になる予

定であります。そうなると、このハウスだけが周辺で一番低い土地になるため、水はけが悪く

なり、野菜づくりに影響が出るのではないかと心配しておられます。農業振興地域の中で多額

の投資をして農業ハウスを建て、農業を営んでいるにもかかわらず、廃業しなくてはならない

のではと大変心配しておられます。 

 この件は一例ですが、このほかにも開発が進むことによって農家への影響が考えられますが、

町はこのようなことに対して対策はあるのでしょうか、お尋ねをします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 農地転用までには、農振区域の地区除外から始まって、大口町

土地改良区協議及び農業委員会協議、大規模であれば大口町宅地開発指導要綱に基づく事前協

議等の庁舎内会議及び各委員会等での協議を経なければならず、当然そうした協議の中で周辺
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農地の用水及び排水の確保、農耕作業車の通路整備及び一般車両、通行者に対する交通安全対

策、さらには防犯対策等、周辺対策についてそれぞれの視点から要望や改善の指導をしており

ます。また、平成18年１月１日から大口町全域が特定都市河川流域に指定されたことにより、

500平方メートル以上の開発の場合は雨水貯留浸透施設の設置が義務づけられ、県による許可

及び完了検査も実施され、それまでの指導要綱に基づく対策に比べ、確実な雨水対策が行われ

ることになりました。500平方メートル未満の開発に対しては法規制対象外となりますが、開

発に係る担当窓口において総合治水に対する重要性を説明し、浸透ます設置などの協力依頼を

行っているところです。以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 先ほどのハウス農家のことですが、年度内にも周辺が完全に倉庫、そし

て駐車場で埋まってしまうということで、その排水のことについてぜひ何か対策を立てていた

だきたいと思います。開発によって農業者が不利益をこうむることのないように、十分配慮し

ていただきたいと思います。 

 次に、添付資料３をごらんください。大口町の中での一番標高の低い地域である大口町の最

南端の水路は南北に４本あり、その４本の水路が江南市境を東西の１本の水路で受けて、南の

江南市の水路へと流れています。大変効率の悪い無理な設計になっているため、たびたび農業

用排水路から水があふれ、江南市道を越えて田に流れています。この江南市へ流れる地点での

農業用排水路の流下能力はどれぐらいあるのでしょうか、お尋ねをします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 御質問の排水路は、町道豊三線の歩道の下に埋設され、八剣社

南から南下してくる排水路と豊三線の西側の水田エリアの農業排水路、及び豊三線東側の水田

エリアの農業排水路が３方向から東海理化西の信号交差点で合流し、江南市へ流れ込むもので

ございます。町内の合流地点での排水路の大きさは、高さ・幅とも1.5メーターであり、流下

能力は毎秒４立方メートルと推定できます。その下流の江南市内の排水路の断面の高さは0.8

メートル、幅が1.6メーターでありますが、江南市にも確認しましたが、正確な流下能力はわ

かりません。以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） この農業排水路の設計によりますと、45％しか受け入れ能力が末端でな

いということになっております。当初から55％はあふれて、それを田が受け入れる計算になっ

ていると思います。農地転用が進んで田畑がなくなったり、今後も転用が進むことが予想され
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る以上、大口町の一番下流域である江南市沿いの東西の農業用排水路並びに南北に流れる４本

の農業用排水路の改修はぜひ必要と思います。江南市側の排水路幅は広く深いので、十分受け

入れ可能と思われます。いかがでしょうか、お尋ねをします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） この地区は大口町の最南端でありますので、地形的には大口町

でも一番低い地域であります。そこに３本の水路が合流して流れ込んでおり、それを受ける江

南市の水路もそれほど大きくないため、水害の発生を心配するところでございます。大口町流

域水害対策計画においても、この流域の水害防止のため、有効な対策の検討をしております。

調整区域での対策は、水田の貯留能力を有効利用することが一番即効性があり、実現性も高い

と考えておりますので、その方法について、今後皆様方の御意見を参考にさせていただき進め

てまいります。また、新川流域での対応の一環としての対策を検討してまいります。 

 調整池の設置については他の流域でも必要とされ、計画の中で優先順位をつけ手がけており

ます。優先順位上位といたしましては市街化区域であり、この地区の調整池の具体的な検討は

これからと考えております。以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 開発の進んだ地区の下流部に位置する地域の農業用排水路の改修を行わ

なければ、農業用排水路からあふれた水で地盤の低い場所の住宅や駐車場が浸水するおそれが

あります。この間うちの雨でも、もうあふれるばかりになっております。どうかぜひ改修が必

要であることを申し上げて、次へ移ります。 

 次は、農業用排水路の維持管理についてお尋ねをします。 

 現在、農業用排水路敷のり面の草刈りなどの管理は、ほとんど大口町では行っていないと思

います。水路に面した農家が自発的に行っているところはまだよいのですが、それ以外のとこ

ろは草が生え放題になっているなど、管理されておらず、道路沿いの水路敷はマナーの悪いド

ライバーの格好のごみ捨て場になっております。長年草刈りをしていないところでは、直径10

センチ以上にもなる木が生えているなど、大口町が管理を怠っている証拠であります。大口町

南部の江南市側の農業用排水路では、毎年１回業者が草刈りを行っています。財政力豊かと言

われる大口町が水路敷の維持管理を実施しないのはなぜなのか。ぜひ水路敷の維持管理につい

て予算化していただきたい。お伺いをします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 農業用排水路の草刈りの実施についての御質問でございました。

誰も手を入れない、草が生え放題の農業用排水路を見かねて、町で草刈りを実施すべきではな
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いかという御質問であったかと思います。 

 農業が業として成り立たないことから、農業の魅力が薄れ、農家の減少とともにそうしたと

ころが出てきました。業者に頼めば簡単なことではありますが、この費用を農業振興のために

活用できたらというふうに考えております。方法といたしましては、大口町の農家総数が減少

する中で、団塊の世代を初め、多様な方々が農業に取り組まれているようですので、この方々

を中心に、区域を分けて農業用排水路の草刈りをお願いし、これに対して代価をお支払いする

というものです。これを推進するに当たりましては、行政と農業者の協働で進めてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 

○８番（土田 進君） 今の話ですと、農業用排水路は農家だけのものというようなお答えです

が、決してそうではない。すべての水が流れる排水路という感覚で、農家のためだけにやるこ

とはできないというような御発言では、非常に私としては納得ができません。町外から大口町

に入ると、途端に農業用排水路が草木で覆われているというのは、大口町のイメージとしても

よくないと思います。町の周辺部は、町外から訪れる人から見れば大口町の玄関であります。

ぜひ１年に１回は草刈りをすることを要望します。 

 また、町による農業用排水路の管理が行き届いていないため、水路敷に勝手に頑丈な鉄筋コ

ンクリートでふたをして私有地のように使ったり、また水路敷に構築物をつくったり、置き去

りにしているケースが見られます。町有地である農業用排水路の改修時には、その処理に相当

な撤去費用が発生することが予想されます。このような不法占拠等は、発見した段階で町が厳

重に指導すべきであります。町は農業用排水路の現状とその維持管理について、どの程度認識

しておられるのかお尋ねをします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 水路敷である町有地の維持管理についての御質問をいただきま

した。 

 先ほどの質問でもお答えさせていただいたように、放置されてしまったところや管理の目が

行き届かないところにごみが捨てられるなど、違法行為を発見できないところがあるのは否定

できません。これまで以上の巡回監視に努め、発見した場合には法的手段を検討するなど、毅

然とした態度で臨みたいと考えておりますので、御支援、御協力をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

（８番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 土田進君。 
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○８番（土田 進君） 昨年も私はそのことについて町に申し入れをしたつもりです。ですが、

解決を見ておりません。聞くところによりますと、１件の構築物の処理だけでも、うわさによ

ると70万請求をされたそうです。そのように不法構築物が残っていたんでは、改修のときに町

が全額負担をしなくてはならないということになろうかと思います。また、現在はまあまあや

っていても、水路敷にかわら等を相当積んだり、コンクリートのものを置いたり、いろいろ放

置しているところが見受けられます。いつ何どき廃業、あるいは持ち主が変わるかもしれませ

ん。そういった場合に、またそういったものが残留物として残ることになりますと、大変な町

に負担がかかるということですので、個人の所有地であれば、侵害を受ければだれでも文句を

言います。町有地である農業用排水路敷は、町でしっかりと維持管理をしていただきたい。ぜ

ひこの問題を厳粛に受けとめ、迅速な対応をしていただきたいと思います。 

 最後になりますが、世界的に食料の自給力が問題になっている現在、大口町の全町農業公園

構想が構想だけに終わるのではなく、次世代に至るまで農地の多い地域であってほしいと願う

ものであります。先ほどの質問でも何度も申し上げましたが、全町農業公園構想と都市開発の

バランスが非常に重要になってきております。開発するのであれば、まず地区住民のコンセン

サスを得ること、そして効率や利潤を優先するだけでなく、住民が安全で安心して暮らせるよ

うなまちづくりを念頭に、今できる諸施策の早期実施を要望して、私の質問を終わります。 

○議長（田正輝君） 会議の途中ですが、10時35分まで休憩といたします。 

（午前１０時２６分）  

 ────────────────────────────────────────────────── 

○議長（田正輝君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

（午前１０時３５分）  

 ────────────────────────────────────────────────── 

◇ 宮 田 和 美 君 

○議長（田正輝君） 続いて、宮田和美君。 

○５番（宮田和美君） ５番議席の宮田和美でございます。 

 ただいま議長さんのお許しをいただきましたので、通告に従い質問させていただきます。 

 まず最初に、地震対策事業について。 

 今この地球上では、御承知のように大災害が発生しております。言うまでもなくミャンマー

での大洪水、中国四川省での巨大地震、この天災で何万、何十万というとうとい命が奪われて

おります。こうした災害は他国のこととして見ていた私たち日本人、この日本にもついに一昨

日早朝、岩手・宮城におきまして震度６とも言われる大地震が発生してしまいました。この地

震でも大切な人の命が奪われて、まだ不明者も発見されていないというようなことで、現在捜
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索中というニュースが流れております。 

 我が大口町でも、そんな危機を察してか、６月の広報の中で「地震防災マップ」が配布され

ました。さすが都市開発課、先を読まれてのことかと感心しております。この地震対策につい

て御質問させていただきます。 

 まず、通学路のブロック塀の安全対策でございます。 

 地震防災マップは町内全戸に配布されましたが、現時点の通学路の危険箇所と思われる箇所

は何ヵ所ぐらいあるか、把握されておるでしょうか、ありましたらお知らせ願います。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 今も宮田議員さんからお話がありました、14日の朝、

岩手・宮城の内陸に起きました地震、最大震度が６強、マグニチュードは7.2というような報

道がされておりますし、今もお話の中にありましたように、死者、さらには行方不明、けが人

もたくさん出ておるというようなことで、冥福をお祈りし、一日も早い復興を望むものであり

ます。 

 それでは御質問にお答えをします。 

 まず、通学路のブロック塀の確認でございますが、通学路については、現在、毎年ＰＴＡに

よる通学路の改善要望として、交通安全や防犯の面からの点検は実施をしておりますが、御質

問のブロック塀の危険箇所は把握いたしておりません。この点検及び改善要望に対して、カー

ブミラーの設置、ラインの引き直し、啓発看板の設置、通学路の見直し、警察への横断歩道の

要望等の対応により、通学路の安全確保に努めている現状でございます。 

 今後、改善要望の点検時に、ブロック塀等の防災面についても一度点検をしていただき、緊

急時の安全確保を検討してまいりたいと考えております。 

（５番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 宮田和美君。 

○５番（宮田和美君） 予想以上な出来事が現実には起きます。早急にそういった危険箇所等を

把握していただきまして、子供たちの命を少しでも守れたらいいかなというふうに思っており

ます。本当に時間がわかっておりませんので、子供たちは集団で登下校します。そういった中

で地震が発生して、ブロック塀が倒れて、とうとい大口町の宝である子供たちが犠牲にならな

いように、少しでも早くそういった対策をとっていただけたらいいと思っております。ブロッ

ク塀、最近はあまり話題になりませんけれども、また恐らくこれからそんなような話題が出て

くるんじゃなかろうかというふうに思っております。 

 ２番目でございます。難しいかとは思いますけれども、今言いましたように、ブロック塀の

安全診断はできないであろうかというふうに思っております。なぜならば、非常に古いブロッ
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ク塀が大口町内を見てもあります。私のうちもそうでございますけれども、30年も過ぎますと

コンクリートの劣化も進んで、新しいうちはいいんですけれども、30年も過ぎたようなブロッ

ク塀というのは強度が不足しているんじゃないか、あるいは鉄筋が上まで入っていないとか、

当時の建築では恐らくあったと思います。ですので、今はエックス線等も使って、鉄筋がある

かないか、そういったようなことも確認できるんじゃなかろうかというふうに思っております

ので、少しでも私どもの大口町の財産、子供たちの命、あるいは町民の命を守るためにもやっ

ていただけたらいいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） ブロック塀の診断は、専門家の診断がありますが、

専門家の診断の前に、個人でもできる診断方法がホームページに掲載されております。一つの

情報提供をさせていただくわけですが、その診断の項目としましては、基本性能として建築後

の年数、塀の高さ、塀の厚さ、外観診断としまして全体の傾き、ひび割れ、損傷、著しい汚れ、

耐力診断としてぐらつき、保全状況として補強・転倒防止対策の有無などにより、点数化で安

全性の判断ができるものになっております。自己診断で安全性が確保されていない場合に、専

門家に鉄筋の有無ですとか、根入りの深さなどを確認していただくか、改修・撤去等の相談を

していただきたいというふうに考えております。まずはブロック塀の診断を個人で実施してい

ただきまして、安全の確認をしていただけるように啓発していきたいというふうに考えており

ます。 

（５番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 宮田和美君。 

○５番（宮田和美君） ホームページに出ているということでお答えいただきました。大口町民

が見ているかどうかちょっと不明でございますので、ぜひとも町としても、せっかく立派な地

震マップもできてきましたので、これに関連しまして、そういった診断書といったものも、も

う一度見直したらどうだという啓発活動、そういうものも必要じゃないかなあというふうに思

っております。 

 現在、私が把握しましたところ、下から上までブロックで積み重ねてある、９段積みという

ような非常に高いブロック塀がございます。これを見ると、本当に危ないなというふうに思っ

ております。このやかましい時期に、できるだけこうしたことのないようにぜひとも進めてい

ただけたらいいかなというふうに思っております。 

 続きまして、ブロック塀の植木化に補助金をということで、今言いましたように、非常に危

険度の高いブロック塀でございます。最近の新築にはブロック塀というのは減少しております。

古いブロック塀を、耐震対策、あるいは温暖化対策の一環として、植木にしたり、垣根にした
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り、危険を回避された対策の場合、町として積極的に援助する改造補助金制度を導入すべきで

はないかと私は思うんですけれども、いかがでございましょうか、お尋ねします。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） ブロック塀は、プライバシーの確保や外観としてさ

まざまなものが設置されております。その一例として議員からもお話があったわけでございま

すが、防犯上の観点から言えば、不審者が宅地内に潜入することを防ぐことができる反面、背

の高いものは不審者がブロック塀に容易に隠れることができるため、望ましくない場合もある

と言われております。防災上の観点から言えば、地震発生によりブロック塀の転倒や家屋の倒

壊によって道路が通行不能になることは、避難や救助、さらには消火、情報収集の活動に支障

が出ることになります。 

 このようなことから、ブロック塀が防災上危険というイメージがありますが、すべてのもの

が危険というわけではなく、構造上確認がとれれば支障がないと考えております。そのために、

各個人がブロック塀の診断を実施していただきまして、その状況を確認していただきたいとい

うふうに考えております。 

 また、大口町では耐震診断を実施しておりますが、平成15年から始めて、診断が必要な住宅

の17％に当たる229件の申請がございました。昭和56年以前の木造住宅にお住まいの方に地震

に対する危機意識を高めていただくように、啓発活動を推進していかなければならないと痛感

いたしております。 

 今回、都市開発課にて作成をし、全戸配布いたしました地震防災マップは、住民の方が地震

の揺れや建物被害について認識していただき、地震に対する備えをしていただくために配布い

たしました。これをもとに、耐震診断の必要性、ブロック塀の状況等を各家庭で、地域で確認

をしていただき、町全体で地震対策ができればというふうに考えております。今後も防災訓練、

研修、啓発などを通じまして、住民の方、自主防災会、さらにはボランティア等の方々の意識

向上に努めるとともに、ブロック塀につきましても、防災の面から、あるいは緑化推進の面か

ら考えていきたいというふうには思っております。 

（５番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 宮田和美君。 

○５番（宮田和美君） 大変前向きな返答だと思って聞かせていただきました。自分なりに耐震

診断、そしてなおかつ緑化にもいいし、地球温暖化にも優しいという、こういった緑化という

のは大変いいと思います。緑化ばかりでなくて、あるいは土地の関係でブロック塀が、例えば

今までは７段あったのを３段ぐらいまでにして、その上をフェンスにするといったようなこと。

どうしても植木が植えられない、そういった形のうちの人たちにでも、とにかくいろいろ自分



－７２－ 

なりに診断して、なおかつ、これは改造した方がいいなといった場合に、やはり町としての、

今お答えいただきました、大口町はそういった地震に対してこういう補助金も出しておるぞと

いったようなことをアピールしていただけたら、なおいいかなというふうに思っております。

ぜひともこうした宣伝をもっともっとしていただきまして、ブロック塀の緑化に補助金が大口

町は出ておるぞといったようなアピールをしていただきまして、防災に対して非常に関心の高

いまちであるというようなイメージを植えつけていただけたらいいと思います。本当に緑は人

に優しいと言われております。だから、ぜひとも前向きにこういった補助金制度というような

形をとっていただきまして、ぜひともこれが根づきますようにお願いしたいと思います。 

 ちなみに、この地震防災マップ、１部173円というようなことを聞いております。全戸に配

られまして138万4,000円ほどの費用がかかったということも聞いております。こうした138万

4,000円というものを使って、どれぐらいの町民の皆様方に理解していただけたかというよう

なことも、後でこれは把握する必要もあるんじゃなかろうか。配って終わりということじゃな

くて、この138万4,000円が生きた138万4,000円にしていただけたらいいというふうに思います。

せっかくつくっていただきました地図を大いに活用していただきまして、ぜひとも大口町の防

災に一役買っていただけたらいいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次でございます。通学路の安全性についてでございます。 

 最近、大変嫌な事件が連日のように報道され、人としての常識という言葉すら忘れ去られて

いるのではないかという感じがします。昔ではとても考えられない、想像すらできない事件が

起きております。女子高生、また先日の６月８日の秋葉原での無差別殺人事件、何の罪もない

人々がとうとい命をいとも簡単に奪われ、多くの人々の人生さえも狂わせております。 

 こんな世の中で、大口町内で特に危険といいますか、物騒な箇所といいますのは、前々から

私は言っておるんですけれども、国道41号線のトンネルではないかと思っております。河北・

仲沖の子供たちの通学路になっております２ヵ所のトンネルの前後には、人家もなく、昼でも

何か不安を抱くところであります。ましてや夜にはなお寂しく感じます。この41号線の安全・

安心について、町として現状でよいと思われているのかお聞きします。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） 通学路の安全性についてお答えを申し上げます。 

 子供を取り巻く安全な環境づくりとして、児童・生徒の安全確保は教育を支える前提条件で

あり、年来最重要課題として、学校並びに地域の皆さんとともに環境づくりに取り組んでいる

ところであります。その一つとして議員御質問の登下校時の安全確保が上げられますが、交通

安全はもとより、治安面からの安全確保は喫緊の課題であり、子ども110番の家の確認、通学

路の点検、集団での登校・下校などの児童・生徒への指導の徹底、保護者や地域住民との連携
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など、日常のきめ細やかな対応が必要であることは言うまでもありません。 

 本町におきましては、平成16年度より国道41号の東側の北小学校低学年児童の下校時におけ

る安全確保として、巡回バスの利用を実施しています。また、通学路の安全を確保するため、

平成17年度に発足した安全パトロール協議会を中心としたＰＴＡ、民生児童委員、老人クラブ

等、地域と一体となったパトロールによる安全確保を実施しております。 

 つきましては、行政、住民が一体となった安全・安心のまちづくりのさらなる強化を、行政

課と連携をとりながら、監視カメラではなく、人の目による安全確保を引き続き展開していき

たいと思います。 

 また平成17年度より、年１回ではありますが、行政課、江南警察署、建設課、学校と連携を

とりながら、通学路の危険箇所の立ち会いを実施し、危険箇所の改善策として、防犯灯、横断

歩道、転落防止さくの設置並びに通学路の変更等を実施していますので、御理解を賜りたいと

思います。なお、町道野合線の歩道整備が終了しましたら、通学路の変更を検討していきたい

と思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

（５番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 宮田和美君。 

○５番（宮田和美君） 今のお話で、いろいろＰＴＡとか地域団体、ＮＰＯ団体の皆様方の御協

力によりまして、集団登下校の場合には比較的いいかなというふうに思っております。しかし

ながら、これからでもそうですけれども、クラブ活動等が盛んに行われると思います。先日も

私、ちょっとあそこら辺を視察に行きました。中学生の女の子が１人自転車で下校してきまし

た。たまたまトンネルの前でございます。遠くから見ても非常に危ないなと。今言いました秋

葉原のように、明るくすればいいかということになると若干違うかと思いますけれども、明る

くすれば事件が起きないというようなことではないもんですから、非常に私も心配するんです

けれども、あそこらには人目がない。だから、人目がないというのが犯罪者の目を引くんじゃ

なかろうかというようなこともあります。だから、監視カメラがあるよ、あるいはライブカメ

ラがあるよといったようなこと、あるいは周りの工場にお願いをして、全く子供たちの背の高

さの倍のような高さのススキが生えております。片一方は何メートルもある41号線の壁でござ

います。そして南側には道を半分ほど覆っておる雑草が生えております。そんなようなことで、

ただそうした方々のお力にすがることだけではなくして、一人ひとりが一緒に帰ってきてくれ

ればいいんですけれども、やはりクラブの関係でそういうことができない生徒もおります。そ

んな一生懸命クラブや何でかやっている生徒が、万が一犠牲になってはいけないというような

ことで、こうした監視カメラだとか防犯カメラ、あるいは看板等、ここら辺はみんなで見守っ

ているぞといったようなことで、地域住民の皆様方と一緒に我々もやります。やりますけれど
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も、町としても頑張ってやっておるぞといったような姿勢を見せていただきたい。なぜならば、

今、子供を持つ親になられた御父兄の方でございます。あそこなんか、おれの子供のころから

ちっとも変わっておらへんがや。おれの子供のときにもおかしなやつが出て、逃げて歩いたと。

そして今度は娘さんがまた何かあったと。木刀を持って走ったというようなことも言われてお

ります。 

 現実にあのトンネルの中を見ていただくとわかりますように、落書きがいっぱいしてござい

ます。ということは、人目につかないからあそこで落書きをするんであろうというふうに思い

ます。また、外からトンネルの中が見えない、トンネルの頭へ行ってから初めて中が見えると

いうようなことで、トンネルの中が見やすいような形がとれないか、ミラーができないかとい

うようなことで、どうしても何十年もほったらかしと言ったら失礼かと思いますけれども、で

きるだけそういった監視カメラで、今言いましたように、看板でもいい、とにかくやっておる

ぞと。みんなの目があるぞと。隣の工場の人に頼んで、防犯ブザーでも鳴ったらとにかく走っ

てくれよといったような、前向きな行動をとっていただけたらいいかなと思います。 

 現実に11本あるあそこの蛍光灯が、現在切れておりますのが、４本切れております。ですか

ら、常々そういったところにも気を配っていただきまして、切れておる蛍光灯を早いところ直

していただく。仲沖の方のトンネルには、青い色で落書きがしてあるというか、スプレーがし

てあるで、蛍光灯が非常に暗い、汚れておる、クモの巣が張っておるといったようなこともご

ざいますので、ひとつそこら辺もよく検討していただきまして、本当に子供たちが安心・安全

というようなことで、口だけじゃなくて、態度で示していただけたらいいかなというふうに思

いますので、そこら辺もよろしくお願いいたします。 

 それから、青色防犯灯ということでございますけれども、これは私の手元に、奈良県警本部

から出ておるんですけれども、防犯に対して、青色という色が人間に対して非常に落ちつかせ

る色であるというようなことで、防犯灯を従来の蛍光灯より青色に変えたら比較的犯罪が減っ

たというようなデータがあります。いつも言われるように、犯罪が起きてからどうのこうのじ

ゃなくて、やはり警察でもそうですけれども、検挙にまさる防犯なしというようなことを言っ

ております。だから、犯人を捕まえるんじゃなくて、犯人を出さない、そのような環境をつく

り上げることの方がいいんじゃないかということで、先ほども言いましたように、防犯カメラ

が云々というんじゃなくて、防犯カメラがあるがゆえに犯罪が起きない、監視しておるよとい

うような防犯意識を持たせていた方がいいんじゃないか。何も防犯カメラをつけて犯人を捕ま

えるというようなことではありません。みんなで見ておるというようなことで進めていったら

いいかなと。これは江南警察にも私持っていって渡してございます。丹羽消防の方にも渡して

おります。だから、防犯というのは、やはりみんなで守っていかないかんじゃなかろうかとい
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うふうに思っております。内容につきましてはまた後でお示しさせていただきたいと思ってお

ります。我々を取り巻く防犯灯の色等にもいろいろあると思いますけれども、ひとつここら辺

も御検討いただいたらいいと思います。 

 現実に今、五条川の堤防にある防犯灯ですか、あれも新しいものはちょっと白っぽい色にな

っていると思います。あれはどういう防犯灯の電球なのか、ちょっとわかりましたらお知らせ

ください。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 多分御質問の防犯灯は、普通の白色の蛍光灯だとい

うふうに思っておるんですけれども、ちょっと場所が違いましたら申しわけございません。 

（５番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 宮田和美君。 

○５番（宮田和美君） なぜこんなことを言うかといいますと、やはり普通の電球より遠くから

非常によく見える、明るい、そういったこともあって、この青色というのもいいかなというよ

うな警察本部のデータかと思います。これは各地区でもいろいろ今実験段階というようなこと

だそうでございます。ちょっと読んでみますと、日本テレビ系で、現在青色防犯灯を採用し、

既に犯罪が顕著に減少するという効果が出ており、広島県、沖縄県、静岡県、群馬県、愛知県、

福島県など、少なくとも17都道府県で実施されておるというようなことも出ておりますので、

これも御参考にしていただきたいと思います。 

 続きまして、防犯灯についてでございます。 

 現在、大口町では防犯灯は１灯式でございますけれども、防犯灯の明るさということでやか

ましく言うんですけれども、現在の防犯灯というのは１灯式でございます。暗くて役目を果た

していないものもあります。そんなようなことでございます。この蛍光灯の防犯灯の明るさと

いうのは、基準があるか教えてください。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 防犯灯の明るさの目安としましては、警視庁が制定

をしている「安全・安心まちづくり推進要綱」では、おおむね３ルクス以上が必要であると規

定されておるようであります。これは４メートル先の人の挙動あるいは姿勢等が識別できる照

度であります。それぞれの防犯灯間の距離で照度は異なりますが、直下ではおおむね４ルクス

で、防犯灯間の距離が短い場合においては、１灯式でも最低限の照度は確保をいたしておりま

す。現在、町ではＬＥＤ、いわゆる発光ダイオード方式の蛍光灯に変えることができないかを

行政課の方において考えておっていただきます。15ワット相当のＬＥＤ防犯灯を設置した場合、

従来の20ワット蛍光灯と比べ約30％電気料が安く済みますし、約40％照度がアップします。さ
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らにはランプの寿命が約５倍となり、費用を含め、維持管理の軽減につながるといったメリッ

トがあります。今年度、町ではこのＬＥＤ防犯灯をモデルケースとして設置し、今後検討して

まいりたいというふうに考えております。 

（５番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 宮田和美君。 

○５番（宮田和美君） 今、維持管理というような御言葉が出ました。今、防犯灯は地域での責

任でやるというようになっておるようでございます。区長さんあたりに言わせますと、あっち

もこっちもたくさん設置したおかげで非常にそういった問題が、また切れた、また切れたとい

ったようなことで、非常に金額ものすといったようなことも聞いております。今お答えいただ

きましたように、維持管理が簡単になるというような電灯、ぜひともそんなような方法で進ん

でいただけたらいいかなと思っております。ぜひとも前向きに取り組んでいただき、大口町の

防犯に努めていただけたらいいかと思っております。 

 最後になりますけれども、今言いましたように、いろんな細かいことではございますけれど

も、ぜひとも大口町の安全・安心なまちづくりということで進んでいただけたらいいと思いま

す。ぜひとも積極的に取り組んでいただけたら幸いに思います。 

 以上で質問を終わります。 

 ────────────────────────────────────────────────── 

◇ 酒 井  治 君 

○議長（田正輝君） 続いて、酒井治君。 

○６番（酒井治君） こんにちは。６番議席の酒井治でございます。 

 議長さんのお許しをいただきましたので、通告に従いまして御質問申し上げます。 

 今回、全町農業公園構想についての御質問でございます。 

 大口町では、平成15年３月、全町農業公園構想を策定し、今日に至っています。この全町農

業公園構想の基本コンセプトは、環境、景観、教育、交流、健康、この５Ｋを、農地の多面的

な公益利用を重視した農業展開を図るとされています。この間には、朝市の設置、れんげまつ

り、ふれあい農園の開催等々の事業が展開されていますが、そうした中、世間では食に関する

事件が多く発生しております。最近では、３月以前よく話題になりました中国製の食品の農薬

混入問題、あるいは国内で発生しました食品の偽装、記憶に新しいのは大阪の事件等々ござい

ますが、食の安全に対する関心が非常に高まっている中、昨今の新聞、多分６月３日から５日

までに、世界でのＦＡＯ、いわゆる食料サミットが開催されたかのように私は新聞で読みまし

た。世界的な食料危機を初め、発展途上国の食料不足による飢餓の現実が、テレビ、あるいは

各メディアで取り上げられておりますが、この農業の重要性について最近痛感させられるわけ
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です。 

 ここで御質問するのは、この大口町においてもさらなる食への取り組み、それから農業振興

が必要かと考えます。そこで、次の点について大口町としての考えをお伺いいたします。 

 まず１点目でございます。現在、大口町の給食センター、保育園、それから小学校、中学校

の給食食材に大口町産を使用されている農産物、それが各施設ごとどのくらい使っておみえに

なるか、お尋ねいたします。 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） それでは、保育園の関係につきましてお答えいたします。 

 各保育園の大口町産農産物の使用状況でございますが、北保育園では食と農を考える北支部

会より大口町産の大根やジャガイモなどの野菜類、さらには卵、ミカン等の果物まで約50品目

を購入いたしております。金額にしましては108万円ほどの購入でございます。この108万円の

中には、大口町産の米679.3キログラム、金額では27万1,720円を含んでおります。 

 また、北保育園以外の３園でございますけれども、米、品種につきましては大口町産の「あ

いちのかおり」でございますが、合計で1,640.9キログラム、金額では52万2,843円、麦が154

キログラム、金額では６万948円、さらに古代米が33.1キログラム、金額では４万3,030円とい

うような状況になっております。よろしくお願いします。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） それでは、学校給食センターの大口町産農産物の平

成19年度の使用状況について御報告を申し上げます。 

 まず、小学校の給食での使用状況は、ナスが18キロ、白菜が155キロ、ブロッコリーが294キ

ロ、キャベツが458キロ、大豆が265キロ、黒米が51キロ、赤米が12キロ、黒米・赤米の炊飯時

に使う精白米は1,127キロとなっております。 

 さらに中学校の使用状況は、ナスが12キロ、白菜が102キロ、ブロッコリーが190キロ、キャ

ベツが313キロ、大豆が174キロ、黒米が24キロ、赤米が６キロ、精白米が725キロあります。 

 また、普通の米飯の精白米は、小学校が6,596キロ、中学校が１万1,203キロ使用しておりま

す。いずれも愛知北農業協同組合の米を使っていますので、ほぼ100％に近い大口町産となっ

ております。 

（６番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 酒井治君。 

○６番（酒井治君） 今、北保育園、それから中保育園等々の使用状況をお聞きいたしました。

あるいは小学校、中学校の使用状況を聞きましたが、品目に小学校、中学校につきましては偏

りがあるかと思いますが、今後とも、今出していただいたデータ以上に、よりよい食品を使っ
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ていただけるようにお願いいたします。 

 続きまして、２点目でございますが、食の安全を考えれば当然でございますが、積極的に大

口町産の農産物を使用する機会、地産地消を進めることが必要と考えられます。 

 そこでお伺いいたします。給食食材で利用する大口町産の使用目標を明確にしていただきた

い。あるいは目標に向かって常にチェックする体制づくりをお聞きしたいと思いますが、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） それでは、保育園における取り組みにつきましてお答えさせて

いただきます。 

 保育園全体の地場野菜の使用量を高めてまいりたいと考えておりますが、季節あるいは種類、

さらには献立等の関係もございます。その使用量について、具体的な目標数値は現在のところ

お示しできませんが、４保育園全体に大口産の食材をできるだけ多く供給できる仕組みづくり

を構築してまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） それでは、教育関係についてお答えを申し上げます。

大口町産の農産物の使用目標についてお答えをいたします。 

 地産地消、地域で生産された物を地域で消費することは、その地域で育ったしゅんの農産物

を食べることは健康によく、おいしいという考えがあります。また、地産地消により食材の産

地を知り、生産者の願いや自然の恵みに触れることができます。そして、学校給食は最適な教

材であり、給食指導を通じて地産地消を進める必要があると考えます。 

 議員御指摘のとおり、地産地消を進めていく上で、その実施について常にチェックすること

は非常に重要なことと考えます。大口町の地産地消におきましても、関係機関と協力し、学校

給食センター運営委員会で使用目標を明確にして、目標数値を達成するように取り組んでまい

りたいと考えております。また、引き続き大口産の農産物を使用した献立を考え、多くの地場

産物を使用し、使用目標の推進に努める所存であります。 

（６番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 酒井治君。 

○６番（酒井治君） 事細かに御説明いただきましてありがとうございます。大口町産の農産

物を、今後とも大口町の子供、未来を背負う子供たちに、一品でも多く利用していただきます

よう、よろしくお願いしたいと思います。 

 続いて、３点目についてお伺いいたします。 

 昨今、団塊の世代が定年を迎え、余暇の時間を利用して新たな野菜づくりに挑戦しようとす
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る方がお見えでございます。最近私の周りにもそういう方がお見えになりまして、こういう現

象は今後徐々に続くんじゃないかと私は想像します。こうした人たちが会社を離れて、いざ何

をやろうかとなりますと、やっぱり農業、現実に世代を背負ってきた人間ですから、農業をや

りたいと、こういうふうな考えが通常かと思います。 

 そこでお願いをしたいんですが、自家消費分程度の収穫をするのが我々の考えだと思います

が、物をつくる喜びを肌で感じて、自分自身が健康管理をし、安全な農作物をつくりたいと。

そこでいろいろな作物をつくる、それにチャレンジする、そういう気持ちがその方にはあるん

じゃないかと私は思っております。時には先輩の家に尋ねたり、あるいはのんびり農作業をし

て、その余暇を楽しむという方がおりますが、そこで一つ大きな問題に直面すると思います。

そうした直面する問題として、最低限必要とする農機具ですね。昨今の農機具を買うにしても

高い金額です。例えば田植え機でも１回使って半年間、あるいは１年間寝かす。１年間はオー

バーですが、10ヵ月ぐらい寝かせる。あるいは脱穀機にしてもしかり。収穫の時期に使って、

後は１年間寝かせる。これは零細農業をやるにしては非常にもったいないというふうに考えら

れるわけなんですが、こうした農機具を使用している人に借りてやっていくものではないと思

いますね。借りてまではやりたくない、こう思いますから、ここで一つ町に御提案と御協力と

実行していただきたいことをお願いしたいと思います。町がある程度の農機具を管理していた

だく。そして貸し出しをしていただく。そうした問題について町としての考え方をお聞きした

い。 

 それから、町民の方々に第一歩として弾みがつく行政の指導をしていただきたい。というこ

とは、私のお願いしたいのは、町行政で小規模な農機具を集めていただいて、使いたいという

人に貸し出す方法を行政の仕組みで考えていただきたい。これについてお尋ねしたいんですが、

どんなもんでございましょうか。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 全町農業公園構想では、農地の持つ機能を「環境」「景観」

「交流」「健康」「教育」の５つのキーワードに分類の上集約し、事業を実施しております。 

 現在、大口町には団塊の世代と呼ばれる昭和22年から24年に生まれた方が1,000余名お見え

になります。これは町内人口の５％を占めることとなり、今後こうした方々の交流あるいは健

康を目的とした野菜づくりなどを新たに始めてみたいという需要が高まってくると考えており

ます。こうした方々の新たな農業への支援の一つといたしまして、議員御指摘のとおり、農機

具の貸し出しを試行的に取り組んでまいりたいと考えております。また、試行として取り組む

中で、町としてどのような支援が必要なのか、あるいはどのような仕組みをつくっていく必要

があるのかを多面的に検討し、交流、健康を目的とした農業への支援をしてまいりたいと考え
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ております。以上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 酒井治君。 

○６番（酒井治君） 今お答えいただきました。そこで再度お尋ねいたします。 

 この計画をいつごろスタートできそうでございますか。なぜこのような質問を私がするかと

申し上げますと、最初も申し上げましたように、現実に多くの方が農業への取り組みをためら

っておみえになります。やってみたいという気持ちはありますが、いざやろうとすると、そう

した道具、あるいは人力は自分で出せますが、そうしたことが頭にあると思いますね。ですか

ら、このタイミングを、何とかやらせてやりたい、そういう気持ちが非常に多いわけですから、

いま一度御回答願いたいと思います。いつごろスタートできるか、その御計画が行政にありま

したらお願いしたいと思っております。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 時期についての御質問をいただきました。これについては、早

い段階に取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（６番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 酒井治君。 

○６番（酒井治君） ありがとうございました。 

 今お答えいただきましたように、なるべく早くお願いをしたいと思います。 

 続きまして、先ほども土田議員から御質問がありましたが、全町農業公園構想、農地転用の

件でございますが、大口町には古くから守られてきた多くの農地があります。また農業に対す

る深い知識を有した人もたくさんお見えになると思います。そうした農業の達人の方たちが活

動できる場所を提供していただくことによって、新たなコミュニケーションの場が創出できる

と思います。さらに農業活性化につながることと考えられますが、そのための組織づくりを考

えることはできないか。といいますのは、いわゆる大口町内にあります遊休地、あるいは農地

転用ができるような土地を行政の方から提供していただく、そういう仕組みをつくって、団塊

の世代の人につくっていただく、地産地消の援助をしていただけるような仕組みはできないか

という内容でございますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 本年度の施政方針にもありますように、地方が主役、住民が主

役の時代が到来いたしました今、町の活性化のためには、地域の資源、財産をいかに有効に活

用できるかがポイントであると考えております。本町には、水稲を初めとし、果樹、野菜づく

りなどに精通した方が数多くお見えになります。こうした方々を町の貴重な財産と位置づけた
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とき、経験を通じた知識を広く伝えていくことが重要であると考えております。 

 そこで、本年度には、仮称でありますが、農作物コンテストを開催させていただき、本町に

おける野菜づくりの達人、あるいは町内産農作物を利用した料理の達人を選任してまいりたい

と考えております。また、議員御指摘のとおり、こうした達人の方々のわざを必要とする方に

伝承していけるような仕組みを考えてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

（６番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 酒井治君。 

○６番（酒井治君） よくわかりました。実際に実現されるように、よろしくお願いしたいと

思います。 

 私の最後の質問となりますが、今後の大口町の全町農業公園構想に、具体的なお考えがあれ

ばお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 今後の具体的なお考えはということで御質問いただきました。 

 小麦、トウモロコシ等の主要食糧をバイオエタノールへ転用、経済成長著しい新興国（中

国・インド等）での食生活の変化、最大の穀物輸出国の一つであるオーストラリアでの異常気

象による輸出量の減少、サブプライムローン問題による穀物市場への過剰な資金流入などの原

因による穀物価格の異常な高騰が問題化している今、国においても従来の農業政策を見直す必

要があるとの発言が聞かれるようになってまいりました。国における食料自給率はカロリーベ

ースで39％、本町においては29％という状況の中、農業の活性化を図ることが急務であると考

えております。先日放送されました報道番組では、スーパーが契約農場を持ち、農家に対して

は作付時点で価格保障をし、生産と販売を一体で考えた先進事例、あるいは農産物の価格以上

の転作補助金をもらうことへの矛盾を感じ、補助金に頼らず販路などをみずから開拓し、消費

者の声を直接聞くことができるシステムに変え、１人で年商3,000万円を上げるまでになった

福井市の農業者の取り組みが紹介されました。 

 農業の活性化を図ろうとした場合には、農家の所得をいかにして上げていくのかが大きな要

因になると考えます。そのためには、生産だけの農業から、加工、流通までを一体として考え

た農業、すなわち農作物に付加価値をつける、収益性の高い果樹などを生産していく、あるい

は機械化などにより生産性を上げていくといったことが必要であると考えております。既に、

現在の農業を変える必要性を感じ、さまざまな地域で新たな取り組みも始まっており、これら

先進事例を調査・研究し、本町の農業活性化、食料自給率の向上策を早急に取りまとめてまい

りたいと考えております。 
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 また、飼料となる穀物価格の上昇から、経営的に大きなダメージを受けております畜産農家

に対しましても、町内で飼料が安定供給できる仕組みを考えるなど、どのような支援が必要な

のかを検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（６番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 酒井治君。 

○６番（酒井治君） ただいまは、誠心誠意な御回答をいただきましてありがとうございます。 

 きょうのことでございますが、朝テレビで、石川県の輪島で荒れた農地にゴボウづくりをす

るというテーマで放送しておりました。ゴボウは、我々は地下につくるものだと頭の中に思う

かと思いますが、実は建設会社の社長が、いわゆるコンクリートを打つ壁、鉄板ですね。あれ

を組み立てて、そこに土を入れ、そこにゴホウをつくる。なぜかというと、農地が荒れている

わけですね。その農地の荒れたところに土を入れてゴボウをつくって、いわゆる輪島という小

さな町から商品化していこうと、そういうようなテレビをやっておりました。ということは、

老人の方でも、草を引くにも腰を曲げなくても済む。それから町の方の有意義なコミュニケー

ションの場がとれると、そんなようなテレビをきょう放送しておりましたんですが、大口町に

もそうした農業の荒れ地のようなところがあるかと思うんです。正直なところ、どうしようも

ないようなところがあるかと思いますが、発想の転換を行政でも考えていただく。あるいは

我々も考えて、あるいは企業がそうしたことが参画できるようなシステムがこれからは必要じ

ゃないかなあと思います。何も農業の人が農業をやるとは限らないかと思いますが、ひとつそ

れは参考でもよろしゅうございますが、私の考えることは、食の安全、食の大切さは国民の思

いであり、町民の願いでもあります。食というのは非常に大きな問題である。難しい問題であ

ると十分認識していますが、町民全体が豊かな食生活ができるように、大口町として、あるい

は行政、あるいは町民として豊かな生活ができるように、今後一層全町農業公園構想のもとに

発展していただきたいと、こういうふうに思いますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（田正輝君） 会議の途中ですが、午後１時30分まで休憩といたします。 

（午前１１時３５分）  

 ────────────────────────────────────────────────── 

○議長（田正輝君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

（午後 １時３０分）  

 ────────────────────────────────────────────────── 

○議長（田正輝君） 環境建設部長より発言を求められておりますので、許可します。 

 環境建設部長。 
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○環境建設部長（近藤則義君） 先ほどの土田議員さんの一般質問の中で、都市計画の見直しの

スケジュールについてお答えできませんでしたので、お答えさせていただきます。 

 町の都市計画マスタープランは、町の総合計画のほか、県の都市計画区域マスタープランに

即する必要があることから、県のマスタープランの改編作業を踏まえながら、町の計画の見直

しを進めていく予定としています。具体的には、平成21年と平成22年の２年間で委員会を設置

して見直しを考えております。委員会のメンバーとしては、行政関係のほか、住民意見を反映

させるため住民代表者、議会関係者の参加を考えております。その際には御協力をお願いした

いと思います。以上です。 

 ────────────────────────────────────────────────── 

◇ 丹 羽   勉 君 

○議長（田正輝君） 続いて、丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） ７番議席の丹羽勉でございます。 

 私は、大口町の地震対策について質問させていただきます。 

 きのうの消防団小型ポンプ操法大会で、町長は、「ことしほど災害の恐ろしさを痛感した年

はありません」とあいさつされました。まさしく世界の各地では大災害が発生しております。

一昨日は岩手・宮城内陸地震が発生しました。１ヵ月前には中国四川大地震が発生し、四川省

都江堰市では校舎が倒壊し、大勢の生徒が亡くなりました。日本の公立小中学校の校舎や体育

館などの施設は全国に13万棟あり、そのうち耐震性があるのは58.6％にとどまっておるそうで

す。耐震性がないのに工事がされていない施設は34.6％もあり、耐震診断さえ実施していない

ところもあるようです。あす起こっても不思議ではないという東海地震説が発表されて30年余

が経過しました。日一日と東海地震の発生が近づいていると考えるべきだという説もあります。 

 そこで、地震時における園児・児童・生徒の安全確保についてお伺いします。 

 まずは校舎等の耐震化です。大口町の地震災害対策計画では、園児等の安全を図るため、老

朽化した建物を改修し、園児・生徒等の安全を確保するため、耐震化を整備すると定めており

ますが、具体的な推進計画をお伺いします。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） それではお答えをさせていただきます。 

 町内小学校の校舎の耐震化整備計画につきましては、明日の学校づくり施設整備事業の一環

として、整備計画を推進しているところであります。 

 南小学校は、耐震調査の結果、文部科学省が定める学校施設の構造耐震判定指標Ｉｓ値0.7

に対し、構造耐震指標Ｉｓ値0.42と診断されました。このため平成20年度に校舎耐震設計を実

施し、平成21年度に校舎耐震補強工事を行います。しかし、既設校舎が建築後38年を経過して
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おりますので、耐震工事施工後も明日の学校づくり施設整備事業として改築する計画でありま

す。校舎は、昭和46年３月、昭和47年３月、昭和55年３月に建設され、築37年、36年、28年と

経過しております。 

 北小学校の耐震診断は、Ｉｓ値0.08と診断されました。今後建てかえなどの措置が必要とな

りますが、建設をクリアするためには、現在の運動場が狭くなるという問題があります。この

ため、旧大口北部中学校を活用して、北小学校の明日の学校づくりを行うことにしました。平

成19年度に旧北部中学校校舎への増築を前提に耐震調査を行ったところ、Ｉｓ値0.53と診断さ

れました。平成20年度に校舎耐震設計を実施し、平成21年度に校舎耐震補強工事を行い、平成

22年度には新しい大口北小学校として開校する計画であります。校舎は昭和60年３月に建設さ

れ、築23年を経過しております。 

 続きまして、西小学校は平成20年度に耐震調査を実施し、結果によっては平成21年度に耐震

設計の実施、平成22年度に耐震補強工事を行います。校舎は昭和51年３月と５月に建設され、

築32年を経過しております。 

 なお、屋内運動場につきましては、避難所に指定されていることから、平成13年度に大口中

学校、平成14年度に南小学校、平成15年度に西小学校、大口北部中学校、平成17年度に北小学

校の耐震補強工事を行ってまいりました。 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） それでは、保育園の状況につきまして御回答させていただきま

す。 

 本町の４保育園のうち、耐震診断の対象となる昭和55年以前に建設された保育園は、北保育

園のみであります。北保育園については、平成16年７月に耐震診断を実施いたしております。

その結果、耐震性には問題なく、補強工事の必要はございませんでした。 

 なお、他の３ヵ所の保育園につきましては、昭和56年以降の建築物ということで、耐震診断

の対象にはなっておりません。 

 また、現在のところ、各保育園での改修計画は、具体的には持っておりませんので、よろし

くお願いします。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） ちょっと前後して、今説明があったかもしれませんが、小学校の耐震診

断年月日を、南小から順次もう一度教えてください。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） まず南小学校でありますけれども、平成19年12月10
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日に耐震診断の結果が出ております。それから北小学校につきましては19年に実施しておりま

す。それから北部中学校におきましても平成19年に実施をしております。それから西小学校に

ついては、平成20年度に耐震の調査を行う予定であります。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 南小学校は19年12月10日に結果が出たと。それから北小については19年

に実施ということでよろしいですか。19年ということで、月がちょっとわかりませんけど、昨

年の11月22日の全員協議会において「大口南小学校校舎について耐震診断を行いました。診断

の概要は以下に示します」という資料が提出されております。今お話を聞きますと、南小学校

は19年12月10日に結果が出たということですが、それ以前に全員協議会に資料として提出され

ております。これはいかようなことでございましょうか。北小学校も同日、全員協議会のとき

に資料が出ております。ですが、診断は19年ということで、月まではお示しがなかったもんで

すからちょっとわかりませんが、少なくとも南小学校は、結果が出る前に診断の結果が全員協

議会に報告されております。これについては御説明をいただきたいと思います。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） 診断結果というのは、委託をしております最終の委

託の工期でありまして、それが最終結果で出ている。ただし、調査を実施され、数字が出てお

るから、一刻も早い段階で議会にお示しをしたということでありますので、実際には数字的に

はもっと早く内容が出ているというものであります。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 議会の方に早い情報を提供したということで、善意に理解させていただ

きます。 

 次に進みます。19年４月１日現在の文部科学省の資料として、公立小中学校施設の耐震改修

状況調査結果というのが出ております。文部科学省の資料ですので、当然教育部の方では見て

みえると思いますが、この資料の中に大口町の状況というのがあります。これは19年４月１日

現在ですので、当時の県下63市町村（35市26町２村）についての資料でございます。現在は２

町減りまして35市24町２村、61市町村ですが、当時は63市町村でした。その中で大口町の状況

を見ますと、大口町の全棟数は25棟です。うち56年以前の施設が21棟で、この資料によります

と、うち診断済みが４棟、耐震診断実施率19％、これは63市町村中63位でございます。耐震性

があり補強済みが４棟、57年以降の施設が４棟ということで、25棟中８棟は耐震性をクリアし

ておるわけでございます。この耐震化率というのは32％で、これも63市町村中60位でございま
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す。さらに、63市町村中21市町村が耐震診断、耐震性について学校名を公表しております。残

念ながら大口町は公表されておりません。63市町村中63位や60位では、公表もはばかるものか

と思いますが、このような状況をどのように受けとめられますか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） 今までそうした公表を住民の方に知らせてこなかっ

たということについては、我々教育分野の方も反省をすべきだろうと思います。これからは早

い段階でそうした情報を皆さんの共有のものとして流してまいりたいと思っております。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） この学校施設の耐震診断というのは、いつから行われるようになったん

ですか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） 耐震診断そのものは、阪神・淡路等の大震災を受け

まして法律が変わってまいりました。それで、平成14年12月に、56年以前の建築物については

耐震診断をしなさいということで、法律が平成14年に改正されております。その中で全国版と

して実施されてきているというふうに解釈をしております。それで、大口町が現実に耐震診断

を行いにかかったというのが、平成19年からということであります。 

 さらに体育館については、避難所等ということもありまして、既に早い時期に耐震診断をさ

れ、体育館の補強工事がされてきたということであります。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 阪神・淡路大震災ということでございますが、この資料によりますと、

愛知県全体の状況を見ますと、19年４月１日現在で愛知県には校舎等が6,886棟あります。56

年以前の建物が4,435棟です。要するに耐震診断の対象になる建物が4,435棟です。19年４月１

日現在で4,338棟が耐震診断を実施しております。これは97.8％に当たります。さらに耐震化

率も75.2％です。 

 先ほど申し上げましたように、耐震診断の実施率が19％、耐震化率は32％ということで、本

町は19年度になってから耐震診断を始めたということで、耐震工事もこれからとならざるを得

ません。これはしかし、他の市町に比べ極めておくれていると言わざるを得ません。このよう

に本町の対応がおくれているのはどうしてですか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） 耐震診断がおくれてきたということで、意図があっ
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ておくらせてきたものではありません。ただ、いろいろと建設の中でそういう耐震診断、さら

には防災の意識が高まってきた中で、大口町にもそれぞれ築後古い建設物がある、公共の学校

の施設があるということで、機運が高まってきたのがそのあたりではないかと。もともとは耐

震をやらなくちゃならんという意識は十分に持ってきたんですけれども、ここ最近になりまし

て、やはりそちらを優先すべきではないかということで、耐震の機運が高まったということで

私は考えております。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 大口町の考え方といいますか、気持ちが、耐震という気持ちにならなか

ったと。愛知県で97％も、98％も実施しておるのに、大口町は陸の孤島のように耐震の熱が上

がってこなかったというような御答弁でございましたが、これは町執行部の危機感の欠如、不

足が原因ではないかと思います。やはり小学校の児童・生徒の安全を確保するという気持ちが

あるならば、何をさておいてもやらなければならないことではないかと思います。教育部長さ

んにはいろいろと御答弁いただきますが、ひとつ教育の最高責任者である教育長さん、どのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（田正輝君） 教育長。 

○教育長（井上辰君） 本町における耐震がおくれておるんではないかということでございま

す。文部科学省がデータを発表すると、市町村ごとに名指しで発表するというような状況に二、

三年前からあるわけでございます。それは、一向に耐震化率が進まない。近ごろは、補助率を

上げると、３分の１だったのを２分の１にするというようなことまで今言われているわけであ

ります。 

 既に御案内のとおりでありますが、平成７年の１月半ばであったかと思います。阪神・淡路

大震災が起きました。ただ、時間的にこれは早朝であったということから、人的な被害が少な

いだろうというふうに言われているわけですが、その後、建築の問題、いろんな問題が出てき

たというふうに認識をしているわけであります。例えば木造住宅の耐震化の問題もそうであり

ますし、ビルの耐震化の問題もそうであります。その延長線上に、いわゆる設計の手抜きでは

ないかというようないろんな問題がずうっと出てきておりまして、これは学校ばかりでないん

じゃないかというふうに私どもは踏まえているわけであります。 

 ただ、学校は大急ぎでやらなければいけないということでございまして、それを受けまして、

例えば文部科学省では、平成10年の３月であったかと思いますが、安全の指導を１項目ふやし

ているわけです。生活安全、交通安全、そして災害安全をふやして、それ以後、学校ではそう

いう体制で、この後また質問があるかと思いますが、そういう指導の体制で実は私ども臨んで
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いるわけであります。そうした中で、たしか平成12年の前後だったと思うんですけれども、学

校の耐震診断ということが一斉に行われた。学校がこれはやったのか、総務省がやったのか、

そこら辺はよく認識をしておりません。ただ、そのころに耐震がやられたというふうに後で調

べてみてわかったわけでありますが、私がこちらへお邪魔してから、平成13年に町長の政策調

整課へお邪魔したわけでありますが、そのころ既にそういう耐震が行われたということを知っ

たわけでございます。 

 それで、これは多分総務省でやられたかどうか、まだきちんとはしておりませんけれども、

文部科学省の耐震の補助をいただきながら、大急ぎでまず住民の避難場所である体育館を手が

けてきたわけであります。大急ぎでこのころから、今は４校になりましたが、当時５校の体育

館の耐震化に取り組んできたと、これが大急ぎで私どもがやってきた足取りでございます。そ

れを受けながらきちんとした耐震をしていかなければならない。中学校の統合もこの延長線上

にあるということを申し上げてきたわけであります。大口中学校の耐震をやらなければいけな

い。それならひとつ一緒にしようじゃないかと、そして中学校の方は今100％になったわけで

ありますけれども、小学校に取り組んでいこうということでございます。小学校につきまして

も、きちんとした耐震診断にはたくさんのお金がかかりまして、しかも設計をしなきゃいかん

ということで、大急ぎでそれ以後取り組んでいるわけでございます。 

 北小学校の耐震の問題が0.0幾つというようなことは、私どもにとっては大変頭の痛い問題

でありまして、なるべく早くやりたい、皆さんからもそういうお話を伺っているところでござ

いまして、昨年の11月に北小学校の校区でもまた地区懇談会を開いたわけでございますけれど

も、なるべく早くやってくださいということで、最短でやれるのが、一番短いのが22年の４月

に移転をして開校するんだろうと、こういうふうに今考えているところでございまして、これ

に向かって努力しております。南小学校もこれを改修していこうとすれば、いろんなことを考

えますと、５年ほどの時間がかかるんじゃないか。それでは間に合わんから、とりあえず耐震

の工事をまずやっておいて、そして改修の全体をやっていこうという計画を立てているところ

でございます。 

 西小学校は、耐震工事を進めるということで診断を今やったわけでございますが、あらかじ

め診断をしないといけないと。診断の数値ということが今非常に大事でございまして、北部中

学校の校舎は、60年にできているから耐震は要らんだろうというふうに私ども思っておりまし

たら、新しい耐震の基準が要ると、これをやりなさいということで、少しこちらの方もおくれ

ているわけでございますが、御指摘のとおり、それぞれおくれてきた理由は何か、こういうふ

うに言われるわけでございますが、それぞれ市町の状況がございまして、このあたりでも、お

くれているところもあれば、大変お金のかかる問題ですから、１年に１棟ずつやっていこうじ
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ゃないか、だから、２棟ある学校は２年ぐらいかかるというような、そんな今足取りで整備が

進んでいるところでございます。できるものなら前倒ししてでも早くやりたいなあと、こうい

うふうに思っているところでございます。よろしく御理解をいただきますようにお願いいたし

ます。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） いろいろな事情もあろうかと思いますが、やはり児童・生徒の安全、命

というのは金にはかえられないという大事なものだと思います。どうかいろんな事情がある中

でも、ひとつ早急に安全確保のために耐震工事を進めていただくことを特に切望いたします。 

 一つ、旧北部中学の関係でございますが、旧北部中学も60年建設ということで、耐震の対象

じゃなかったということでございますが、小学校への転用工事で、平成14年の改訂計算式によ

る耐震診断の結果、耐震性を有していなかったということだと思います。この平成14年の計算

式、これにつきましては、ほかの施設、例えば保育園の３施設等については、その対象にはな

らないのでしょうか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） 56年以前の建物につきましては、当然耐震調査を行

えと。それで数字が公共のものなら0.6、それから文部科学省の関係ですと0.7というＩｓ値が

なければならないということでなっておりました。つい最近、平成19年の12月に建築基準法が

改正されました。そこではすべての耐震をするべきだというようになってまいりました。そこ

で、今御質問の中にありますように、北部中学校の関係は、大幅な増改築が伴わない場合につ

いては耐震調査をしなくてもいいということでありました。しかし、今回、北小学校を北部中

学校に新たに移転させるという関係から、小学校バージョンに施設の内容を変えなくてはなら

んという面が出てまいりました。そこで、例えば階段に１段ずつ余分に設けるということにな

ったり、またさらには建物の構造を大幅になぶる場合は、建築基準法の計算のやり直しが出て

まいります。そうしたことから、大幅な改修が伴う場合は調査をしなさいということが義務づ

けられております。よって、私ども大幅な改修があるということから、耐震調査をした結果、

耐力が不足しているということでありますので、その耐震補強をやりながら、明日の学校づく

りをしていこうという考えでおるものであります。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） その基準は、保育園においても同じと理解させていただいてよろしいで

しょうか。 
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○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） すみません、文部科学省の管轄で申し上げているこ

とですので、それは厚生労働省の管轄の数字ではありませんので、ちょっとよくわかりません。 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） 具体的な数字につきまして、これ以下ならいい、これ以上なら

いいというようなものは、現在のところ持っておりません。いずれにしましても、昭和55年の

12月までに建築されたものにつきまして、それが北保育園であるということで、平成16年度に

耐震診断をやったと。その結果、問題がなかったということで、具体的な数字はちょっとデー

タとして把握しておりませんので、恐縮です。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 今の私の質問は、他の保育園で、56年以降の建設のもので、今文部科学

省の方の基準と同じように計算式等が変わって、19年にはまた診断の内容が厳しくなったとい

うようなお話でございましたけど、保育園についても、小学校のそういう基準といいますか、

診断の対象というんですか、そういうものは同じ基準というふうに理解させていただいてよろ

しいでしょうか。 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） 厚生労働省所管の保育園につきましても、文科省の学校関係と

同一基準ということで御理解をいただきたいと思います。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 次に移らせていただきます。 

 さきに配布されました地震防災マップによりますと、南保育園が位置する地域の建物の全壊

率は２％以上５％未満、また中保育園の建物の全壊率は１％以上２％未満、西保育園は、一番

安全な地域ということになろうかと思いますが１％未満。北保育園が１％以上２％未満、小学

校では南小学校が１％以上２％未満、北小学校が２％以上５％未満、西小学校が１％以上２％

未満、旧北部中学校が２％以上５％未満、大口中学校は１％未満の建物全壊率の地域に建設さ

れております。多くの園児・児童・生徒を預かっている施設は、耐震調査の対象外であっても

耐震診断をやり、安全を確保するぐらいの配慮が必要だと思いますが、これも教育現場の責任

者であった教育長さんはどのようにお考えでしょうか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 教育長。 

○教育長（井上辰君） 子供たちの安全については、教育を実施する以前の大事な問題でござ
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いまして、これが確保されなければいけない。登下校の安全もさることながら、学校内でのい

ろんな安全、もちろん施設・設備の安全もそうでありますが、これはすべてに優先すると、こ

ういうふうに考えているところでございまして、そうした意味で、現在の登下校の安全、先ほ

ども宮田議員さんから出ておりますが、地域の安全も含めた安全を確保していかなければいけ

ない、こういうふうに考えております。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 安全が第一ということで、私の考えと全く同じでございます。どうぞそ

のお気持ちでいろんな対処をしていただきたいと思います。学校の安全、地震時の安全対策と

いうのは、耐震工事だけではないと思います。窓ガラスの飛散防止、ロッカーの転倒防止等い

ろいろあります。やはり一つ一つを解決していただいて、児童・生徒の安全を確保していただ

くことを強く要望して、次の質問とさせていただきます。 

 次に、学校における地震防災教育についてお伺いします。 

 児童・生徒の安全を確保するため、学校教育活動を通じて防災意識の高揚を図っておられる

ことと思いますが、具体的にはどのように防災教育を実践されておられますか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） 各学校では、災害時の児童・生徒の安全を学校防災

の基本として防災管理計画を作成し、毎年４月、６月、９月、１月に災害時対応マニュアルに

従って、地震あるいは火災を想定した避難訓練を実施しております。 

 具体的には、教職員がやるべきこととして、地震に対する専門的知識、地震防災への措置及

び対策、応急看護法などの研修の実施、児童・生徒には、避難訓練を通じて避難時の行動や登

下校時の対処方法の確認をしております。また、保護者へは、学校と家庭の連携のあり方につ

いての研修・確認などを行っています。小学校では、地震発生を想定した場合には、学校側か

ら保護者への児童の引き渡し訓練も実施をしております。今後、本年度予算の防災行政無線の

Ｊアラートシステムが導入されれば、行政課と調整し、屋外の拡声子局を使用した、警報が発

令された状況を想定しながらの避難訓練を実施してまいります。 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） 児童への防災教育の観点ということで、保育園の状況につきま

して御回答させていただきます。 

 保育園では、毎月１回避難訓練を実施しております。その内容は、軽度・中度・強度等さま

ざまな地震のケースを想定し、合図とともに園児のいすに常備した防災ずきんをかぶらせ、乳

児は避難車に乗せ園庭まで誘導するといったものでございます。また、スライドや紙芝居等で
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地震に対する視覚的指導や、さらには地震体験車を利用した園児の防災教育にも努めておりま

す。よろしくお願いします。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 先ほどは教育部長さんから、私の次の質問の答弁までいただいちゃいま

したので、いろいろな訓練を実施されておるということでございますが、訓練のための訓練で

終わらないように、実際に役立つ訓練をして成果を上げていただくことを期待いたします。 

 先ほどは、私が次の質問で東海地震注意情報発表時の対応についてお伺いしようということ

で準備はしておりましたが、こういう際には在校中の児童・生徒は授業・部活を中止して、速

やかに下校させるというような場合に、保護者への引き渡しというような訓練等もされておる

ということでございますので、これにつきましては割愛させていただきまして、次の質問に移

らせていただきます。 

 避難場所及び避難所についてお伺いします。 

 避難場所として指定されている７ヵ所の施設の避難所の耐震診断結果をお伺いします。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 御質問のありました避難所の耐震診断につきまして

は、先ほど学校関係のところで教育部長から学校施設について御報告を申し上げました。そこ

とダブりますが、各小中学校の５施設の耐震診断を実施しまして、耐震診断結果により平成13

年度から改修工事を行い、平成17年度までにすべてを終了いたしております。また、そのほか

健康文化センター及び町民会館につきましては、平成に入ってからの建築物でございますので、

現在の建築の基準に適合しておるというふうに考えております。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 具体的なことでございますが、避難所というのは、避難場所のどの部分

を指しておるんでしょうか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 学校の屋内運動場、これについては非常にわかりや

すいかなというふうに思っています。建物全体がそうだというふうに認識をしております。た

だ、健康文化センター、さらには町民会館につきましては、基本的には、私どもとしては建物

そのものを認識しております。そこへ避難者等を誘導する、あるいは避難等を受け入れるとい

うような考え方でおります。 

（７番議員挙手） 
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○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 学校の場合は屋内運動場、いわゆる体育館だと思いますが、大口町の地

域防災計画の資料編によりますと、大口町の避難所、この中に、避難所は小学校を含めて７施

設、電話番号、所在地、この次に構造というのがあります。この構造というのは、北小学校の

場合は鉄筋４階、南小学校は鉄筋４階というような表現で記述されております。このところに

は、構造の中に体育館とか室内運動場という字句はございません。ということは、私が推察す

るには、これは校舎を指しておるんじゃないかなという気がいたしますが、いかがでしょうか。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 校舎ではございません。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） そうすると、この資料15、大口町避難所の構造というのは、避難所とし

ての記述ではないということで理解すればいいのかなと思いますが、再度確認をさせてくださ

い。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） けさお手元に「各避難所の占有面積」というＡ４の

ものをお配りしました。この中にそれぞれ避難所の占有面積等が書いてございますが、占有面

積、あるいは避難所の避難ができる収容人員が書いてございます。ここで書いてありますよう

に、北小学校の建物の状態は鉄筋の４階建ての構造になっておりますが、避難所として収容し

ますのはやはり屋内運動場でありまして、その屋内運動場の占有面積、さらには一時避難所の

人数、そして長期避難所の人数ということで一覧にしたものでございます。ですから、議員さ

んが言われました、この構造については、学校の校舎のものでございますが、収容可能人員の

一時避難所及び長期避難所に係る部分につきましては、学校に関しては屋内運動場の部分でご

ざいます。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 今、いわゆる屋内運動場、体育館が避難所ということで理解をいたしま

した。 

 次に、本町に大きな影響が予想される東海地震が発生した場合の避難者数をどのくらい想定

しておられますか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 平成14年度に愛知県で実施された「愛知県東海地震
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東南海地震等被害予測調査報告書」によりますと、大口町では東海地震が発生した場合、全

壊・半壊・死者・負傷者・避難所生活者すべてゼロというような推計になっております。また、

大口町の東海地震における震度想定は、５弱以下となっております。 

 しかし、中越地震ですとか中越沖地震のように、また一昨日の岩手・宮城の内陸地震のよう

に、地震はいつどこで起こるかわからないという状況でありますので、被害想定が低くとも、

地震対策については備えていく必要があるというふうには考えております。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 海溝型の地震が現在のところは想定されておりますが、一昨日もありま

したように内陸型、東海地方についても内陸型に注意というようなマスコミ報道もありました。

特に本町は猿投－高浜断層帯と養老－桑名－四日市断層帯に挟まれ、さらに南には加木屋断層

帯があります。海溝型だけが今言われておりますので、海溝型だけを想定したいろんな地震に

対する防災計画だけでは少し足りないんじゃないかと。内陸型というのはいつどこで発生して

もおかしくないし、また把握されていないものも相当数あるやにマスコミ報道等でされており

ます。もし現時点で内陸型に対する対策もお持ちでしたら、お示しをいただきたいと思います。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 本町における地域防災計画の地震災害対策計画につ

きましては、今お話がありました東海、あるいは東南海、さらには東海地震と東南海の併発と

いうんですか、そういう海溝型の地震だけではなくて、今の内陸型の地震についても想定をし

た中で地域防災計画を策定いたしております。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） もう既に内陸型を想定した計画だということでございますが、内陸型の

地震にあっても東海地震と同じような結果といいますか、想定内容というふうに理解してよろ

しいでしょうか。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 今回の岩手・宮城の内陸地震等でもいろいろ報道が

されておるように、内陸型の地震は、海溝型の地震と違いまして、非常に予知、あるいは対応

が難しいというようなことは言われております。そして私どもが地域防災計画の中で特に東海

地震という、国において特別措置で定められた地震、さらにはそれ以降の東南海、南海地震、

こういうもので想定をいたしておりますが、予知の難しい内陸型地震についても、地域防災計

画の中には想定として頭に入れております。 
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（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 私が憂うこともなく、行政においては既に内陸型も想定した計画を立て

ておられるということで、こういう計画が計画であって、実際に発生しないのを一番望むわけ

でございますが、避難者もゼロというような状況のようでございますが、ここで一つ提案とい

いますか、御検討いただきたいことがあるんですが、町は避難所を住民に身近な施設を指定す

るというような計画がなされております。各行政区に設置されている学共施設を一時避難所に

指定するというようなお考えはございませんでしょうか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 地域防災計画に指定をしております指定避難場所に

つきましては、災対本部等の設置の中で、これは地震だけに限りません、風水害も含んででご

ざいますが、避難場所として指定した場所を住民の皆さんに周知し、避難を呼びかけるという

ようなときには、災対本部のもとでそれぞれ担当の者がそちらへ出向きまして避難所の開設等

を行い、またその避難所の管理を行うというような考え方を持っております。そういう中で、

今お話のありました各行政区にあります学共等の施設につきましては、それぞれの地域の自主

防災、そのような方によりましてその開設あるいは管理等をしていただければ、私の方として

は身近な施設として、また構造的に十分耐え得る施設でございますので、避難所としての活用

は十分可能であるというふうには思っております。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） やはり町民にとって生活をする上で一番身近な強固な施設であります。

学共がそういうことで一時避難所として、そこである程度まとめて、町が指定された避難所に

誘導するというような、そういう一時的な避難所で結構かと思います。そのためには、自主防

災組織がどこの行政区にも設定されておりますが、これらについての育成ということについて

も行政の方で御配慮をいただきたいと思います。やはり地区に避難所があると、町民にとって

は安心のよりどころになるかと思います。そして、そこで町民の代表の人が自主防災組織をつ

くって、その人たちに保護されるというようなことになれば、またその上に安心が芽生えるだ

ろうと思います。どうかそういう自主防災組織の育成、そして学共の一時避難所の指定という

ことについてもあわせてお願いをして、次の質問に移らせていただきます。 

 地震災害対策計画では、避難所が備えるべき設備として、防災行政無線、携帯電話、ファク

シミリ、さらには投光器、自家発電設備等々を掲げ、これらは平時から避難所に備えつけ、即

座に利用できるよう整備に努めると定めております。その整備状況についてお伺いします。 
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○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 先ほどもちょっと避難所の関係で触れた部分があり

ますが、大口町の避難所は学校施設及び町の施設で、パソコン、ファクシミリあるいはコピー

機等の事務機器につきましては、職員室、あるいはその施設の事務所にあるもので対応できる

と考えております。また、情報の収集及び発信のための防災行政無線と携帯電話は、避難所開

設時に防災行政無線戸別受信機及び移動系の防災無線を避難所開設時に持参する計画でありま

す。また、バックアップ設備につきましては、投光器２基、自家発電設備３基があり、定期的

に点検を実施し、万全な体制をとっておるのが現状でございます。また、今年度におきまして

は、さまざまな場所で対応ができるように、携帯式の非常用照明セットの購入を予算の中で計

画いたしております。 

 また、今後は民間事業所と連携を図り、避難所を含めた必要備品の提供及び運搬の協力等に

ついて体制を整備するとともに、自主防災会が備えています投光器、発電機、さらには救助道

具等の災害用備品を、訓練等を通じて使用ができるような体制の強化を図っていきたいという

ふうに考えております。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 日ごろから整備が万全に行われて、いざというときには使用可能という

ようなことでございますので、安心をさせていただきます。 

 次に移らせていただきます。 

 東南海・南海地震についてお伺いします。 

 本町では、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、平成

15年12月17日、東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されましたが、この指定は本町にど

のような義務が生じるのか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 推進地域に指定されますと、地域防災計画において

次の事項を定めることとなっております。地震防災上の緊急に整備すべき施設等の整備に関す

る事項、私どもには関係ないんですが、津波からの防御及び円滑な避難の確保に関する事項、

防災訓練に関する事項、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項の４項目であります。 

 なお、大口町においては津波の心配がないためにこの項を除いて、大口町の地域防災計画の

中で、地震災害対策計画の第６章で、東南海・南海地震防災対策推進計画を定めておりますが、

指定を受ける前から同様な体制の整備を実施しております。今後も防災訓練・広報等を通じま

して住民の皆さんへの啓発、非常配備体制の整備を充実してまいりたいと考えております。 
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（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 次に移らせていただきます。 

 さきに各家庭に配布されました地震防災マップでは、「推進地域に指定され、大規模地震に

よる危険性が高い地域になっています」という記述がなされております。しかし、「大口町に

影響を及ぼすと考えられる大規模な地震として、二つの可能性を想定し、それぞれの地震が発

生した場合の震度の予測を行いました」として、活断層による地震、東海地震・東南海地震を

予測しております。大口町としては、国が推進地域として指定した以外のところを本町独自で

予想しているように思えますが、どのようなお考えか、見解をお伺いします。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） この地震防災マップは、国の建築物の耐震改修の促

進に関する法律、さらには愛知県の愛知県建築物耐震改修促進計画、そして大口町の第６次総

合計画、さらには都市計画マスタープラン、大口町地域防災計画等に基づきまして大口町耐震

改修促進計画を策定し、住民の方に全戸配布をし、防災意識の高揚を図るために配布いたした

ものでございます。大口町地域防災計画では、愛知県の地域防災計画をもとに作成されており

まして、県の地域防災計画の中で、県の実施した調査及び国の防災会議による情報を踏まえま

して、県が東海地震、東南海地震、東海地震と東南海地震の連動、養老―桑名―四日市断層帯

を想定して記述をいたしております。 

 以上のことから、この防災マップは町単独の予測ではなく、町及び県の地域防災計画に連動

する形で記述・作成をいたしたものでございます。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 耐震化のねらいということで、防災担当の行政課でなく、都市開発課で

発出されたというふうに理解すればよろしいということでしょうか。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 今回の都市計画の方で作成してくれましたこの防災

マップにつきましては、今もお話をしましたように、国の建築物の耐震改修の促進に関する法

律、さらには愛知県の建築物耐震改修促進計画等を主に受けた計画策定でございまして、県の

建築物耐震改修促進計画の中で市町村についても定めなさいということになっておりまして、

それを受けて、都市開発課の方で建築という視点で策定をいたしてくれました。しかし、今も

御説明を申し上げましたように、この防災マップの作成に際しましては、町の地域防災計画は

言うに及ばず、愛知県の防災計画、さらには町の総合計画、そして都市計画サイドのマスター
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プラン等、このもろもろの個々の計画等を十分に連動を持たせまして作成いたしたもので、今

議員さんの言われますような表現で言いますと非常に難しい言い回しになるかもわかりません

が、この防災等に関しましては、町民の安心・安全、さらには生命・財産を維持する、守ると

いうことからすれば、どこどこの課ということではなくて、内部的には、今御心配の向きにつ

きましては十分調整をしてでき上がったものでございます。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） この防災マップの中で、「東海地震・東南海地震が同時に発生した場合

には、大口町内では最大震度６弱の揺れが予想されます」という記述があります。しかし、地

震災害対策計画では、東海・東南海連動型でも５強までというふうに予測しております。防災

担当が震度５強までと予測しているのに、防災担当外の部局で震度６弱の揺れも予想しておる

という、この辺のところはどういうふうに理解すればよろしいでしょうか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 私ども、この都市開発がつくってくれました防災マ

ップに、今後どのような形でこのマップを住民の皆さんに、さらに我々行政の中でどのように

活用していくすべがあるのかなということを、予算の折にヒアリングをさせていただきました。

その折にお聞きをしましたのは、現在、県あるいは町の補助で進めております木造の耐震化の

計画の推進、もう一つは、今後町が取り組まなければいけない公共施設の耐震に関しまして、

この促進計画に掲示をされていないものについては、なかなか耐震に係る助成についても難し

いよというようなことが後段にあるということをお聞きしまして、そういう中で都市開発課が

作成をいたしたものでありますし、それにつきましては、町の今後の防災における耐震改修等

も考慮し、頭に入れた上での策定でありまして、今御指摘のありました震度５、あるいは震度

６につきましては、その上位の計画を受けて災害等の想定をしておるわけでございまして、そ

れはそれぞれの上位の計画に基づいたものであって、今お話があります震度５強、あるいは６

弱というのは、非常にこのあたりのところがニュアンス的に難しい部分があって、そんなよう

な表現になっておるんではないかというふうに思います。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） こういう「防災マップ」というネーミングの資料になりますと、やはり

防災担当、行政課が主導といいますか、少なからずこういう情報を発出する場合には、防災担

当の行政課と連名で出した方が、受ける方の立場は、私も最初、中の文章で疑問を持ちまして、

行政課へ聞こうかなあと思って後ろを見たら、都市開発課にお尋ねくださいというようなこと
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でございます。何で防災マップが都市開発課かなあと思いつつ聞きに行ったような状況でござ

います。やはりこういうときには、私は何も都市開発課がいかんと言うわけじゃございません。

行政課も連名で出された方が、町民にとって受け入れやすいんじゃないかなあというような気

がいたします。今後の参考にしていただければ幸いでございます。 

 次に、このマップの中に「大口町の広域避難場所」という記述がございます。大口町の広域

避難場所というのは、具体的にはどこが指定されておるのでしょうか、お伺いします。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） すみません、広域避難場所という、その形での指定

は、本町ではしていないというふうに認識しております。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） それでは、これを作成された建設部長さん、当然御存じだろうと思いま

すが、ここに広域避難場所というのがございます。下のところには避難場所として７施設が書

いてあります。この広域避難場所というのは、どういう意味合いでここへ記載されたのかお伺

いします。 

○議長（田正輝君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（近藤則義君） 防災マップの最後のページになろうかと思います。この上のと

ころに「広域避難場所」というタイトルで町の図面を載せ、その避難場所について赤丸で１か

ら７まで表示されております。小学校三つ、中学校が当時では二つでございます。ほほえみプ

ラザと町民会館ということでございます。これは通常、町の方が皆さんに周知しております避

難場所というふうに御理解していただければいいかということで思います。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 避難場所と広域避難場所というのは、字が違うように違うんですよ。だ

から、簡単に広域避難場所としておいて、これは町が言っておる避難場所と理解してもらえば

いいと、そういうもんじゃないと思うんですね。多分大口町には広域避難場所というのはない

と思うんです。 

 ちなみに、広域避難場所というのは、「地震等による火災が延焼拡大して、地域全体が危険

になったときに避難する場所を言います。火災の輻射熱から体を守るために、およそ10ヘクタ

ールの広さが必要とされ、大規模な広場や公園、オープンスペース、大学のグラウンドなどが

広域避難場所として指定されます」ということなんですね。ですから、こういうミスリードす

るような文言を、こういう全戸に配布される資料には使ってもらいたくないという気持ちです、
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私は。ですから、失礼ですけど、軽率なこの資料を全戸に配布されるというのは、極めて残念

で、遺憾なことだと思います。今後こういうものを発出される場合には、先ほど申し上げまし

たけど、担当部局と責任を分かち合うというわけじゃございませんけど、やはりよく連携をと

っていただいてやっていただく必要があるかなあというふうに思います。ですから、広域避難

場所というのは、今申し上げましたように、本当に広いスペースを必要としておるわけです。

だから、避難所というのは一時的な避難生活をするというような位置づけもあります。ですか

ら、避難所と広域避難場所というのは違うということは認識しておいていただきたいと思いま

す。 

 それともう一つ、地震に関する情報、「災害時には正しい情報を」という記述もあります。

今申し上げましたように、広域避難場所というのは、私から見たら違っておるんですね。そう

いう情報をこの平時において発出しておきながら、災害時には正しい情報をという、これも失

礼ですけどおこがましいですよね。自分のところで正しい情報を発出していなくて、町民には

正しい情報をというような要求はいかがなものかなあというふうに思います。資料というのは、

やはり念には念を入れていただいて、発出する場合には十分気をつけていただきたいというふ

うに思います。 

 最後に、本日私は、大口町の地震対策ということで質問させていただきました。全部長さん

に御答弁をいただいたということで、私なりに満足した質問ができたと思っております。最後

に副町長さんにお伺いします。 

 本日質問させていただきました校舎等の耐震診断の問題、それからさきには新生大口中学校

建設の問題、それと今私が感じましたこの資料の発出に当たっての部局との連携不足というよ

うなこと等、どうもすっきりしません。また役場へ来てもあいさつもありません。明るさもな

いと感ずるのは私だけでしょうか。こういう役場の中の雰囲気、こういうくすぶったような問

題というのは、またいずれか再燃します。副町長さんは行政のプロですから、よく皆さんはな

い力をというようなことを言いますけど、ない力を発揮するわけにはいきません。持てる力、

実力を発揮していただいて、是は是、非は非、その都度解決していただいて、大口町発展に邁

進していただきたいと思いますが、副町長さんの所信をお伺いします。 

○議長（田正輝君） 副町長。 

○副町長（社本一裕君） 丹羽議員からは、るる御質問をいただきました。今回の内容につきま

しては、大変幅広い、また大変重要な案件が多かったというふうに思っております。そういっ

た中で、私ども職員一同、一丸となってこういったものについて対応していくということを痛

感したわけでございます。またそういった中で、私どもも、微力ではございますけれども、こ

れからは努力をしてまいりたいと思っておりますので、ぜひともお酌み取りいただきたいと思
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っております。よろしくお願いいたします。 

（７番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 丹羽勉君。 

○７番（丹羽 勉君） 副町長には前向きな御答弁をいただきました。やはりこれで終わること

なく、大口町がますます発展をして、どこの市町にも自慢のできる大口町として発展していた

だけることを御期待申し上げ、今定例会の私の一般質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

○議長（田正輝君） 会議の途中ですが、午後２時50分まで休憩といたします。 

（午後 ２時４０分）  

 ────────────────────────────────────────────────── 

○議長（田正輝君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

（午後 ２時５０分）  

 ────────────────────────────────────────────────── 

◇ 吉 田   正 君 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） それでは、議長さんの御指名がございましたので質問をさせていただき

ます。 

 多分私がまた前回に引き続き、きょう最後になろうとしているようでございますけれども、

簡潔・明瞭にいきたいというふうに思います。 

 まず１点目の、小学校、保育園などの耐震化をいつまでに行うのかという問題でございます

が、実は先ほどの丹羽議員の御質問の中で、その答弁のほとんどが網羅されていたように思い

ます。要するに平成22年度までに耐震補強工事は全部行われると、小学校の校舎については。

ただし、その中で予定が立っていないといいますか、御回答がなかったのは、実は南小学校の

改築ですね。要するに耐震補強工事は平成21年度に行うということは御答弁されたんです、南

小学校。その後改築をする予定なんだということなんですけれども、実は改築はいつ行われる

のかという答弁がなかったわけです。それは恐らく町の方の財政当局との打ち合わせ等がまだ

まだされていない、そういうことだろうというふうに思うんですね。 

 そうしますと、この点について教育委員会にお尋ねしても、それは何とも申し上げられませ

んという答弁しか返ってこないもんですから、ここで財政当局の方にお伺いしたいわけですけ

れども、だとすれば、この南小学校の建てかえについては、いつを目標に建てかえを行うのか、

ぜひお教えをいただきたいと思います。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 
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○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 学校の整備につきましては、先ほど教育部長の答弁

からもありましたように、明日の学校づくりというようなことで整備計画等も定められ、そう

いう中で進められておるというふうに認識いたしております。そういう観点からすれば、この

南小学校の整備につきましても、明日の学校づくり、さらには整備計画の中で今後明確になっ

てくるというふうに思っております。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） そういうことを答えられるだろうというふうに私も思っていたわけなん

ですね。ところが、さきの地震等々、あの惨状ですね。ひどいものがありますよね。それから

四川大地震、これも小学校、中学校等が倒壊して、いまだに子供たちの姿も発見できずにいる、

そういう状況などがあります。そうした中で、実はこの耐震化とか耐震補強等の計画を当初考

えていた計画よりも早めて、時間を短縮して実施するという自治体も出てきているんですね。

この間もテレビでやっていたのは尾鷲市だったと思うんですね。尾鷲市では、９年計画で耐震

化、建てかえを最初やろうと思っていたんですね、どうも。ところが、建てかえでは時間がか

かるから、とりあえず耐震補強工事をまず先行してやっていこうというようなことで、そうし

た計画の変更なども直ちに行われた、そういう自治体があるということなんです。ということ

は、大口町でも、先ほどの質問でもありましたように、愛知県内でもかなり校舎の耐震化等々

がおくれている実態があるわけですね。だとすれば、そこら辺のことについては、これから教

育委員会も明日の学校づくり云々というものもありますけれども、しかし町としてもきちんと

いついつまでには南小学校の建てかえについては行うと、それについて十分審議してほしいと

いうふうに持っていくぐらいじゃないと、今の時点ではいけないのではないかなあというふう

に思うんですね。そこの議論を待っていてはもう遅い、私はそういうふうに思うわけですけれ

ども、財政当局はどのようにお考えなんでしょうか。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 今御心配の地震に対する耐震の関係でございますが、

それにつきましては、南小学校の方につきましても手当てをし、その後の整備について検討し

ていくということでございますので、今御心配の向きにつきましては、私どもも私どもなりに

前倒しをして耐震に関しては進めていくということで、現在取り組んでおるところであります。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） 前倒しして取り組んでいくということであるのならば、いち早く財政当

局のお考えになっている全容を明らかにしていただきたいと思います。それがはっきりしてい
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ない現状が実はあるんじゃないですか。そうですよね。ですから、南小学校の建てかえをいつ

までに行うのかということが答えられない、そういう状況だと思うんです。そういう意味では、

財政的な手当てもして進めていかなければなりませんので、幾ら教育委員会がいついつまでに

やりたいと思っておっても、財政当局の方でそれは無理だよと、お金がなければ無理だよとい

うふうに言われればそれまでだというふうに私は思うんです。そこをきちっと財政は押さえて

いく必要があるというふうに思いますので、今前倒しして検討をしているということだそうで

ありますので、ぜひその結果をまた早急にお聞きしたいというふうに思います。小学校の問題

については以上にしておきます。 

 それから、保育園の園舎の問題ですけれども、この問題についても丹羽議員の質問の中で私

が思っていることの大方が回答なされました。北保育園だけが昭和56年の建築基準以前の建物

であって、それも平成16年に耐震診断をやったけれども問題がなかった。あとの建物はみんな

昭和56年以降の建物だから問題はないよということだったわけですけれども、本当に問題がな

いのかどうなのか。やはりこういう時期ですので、いま一度耐震診断をやっていただいて、保

育園の利用者、親御さん、そうした皆さん方に、本当に安心であるんだったら、今のところ保

育園は安心ですよと、そう胸を張って言えるようにしておいた方がいいんじゃないかなあとい

うふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） 保育園の北については耐震診断が終わったけれども、ほかの３

園についても耐震診断等を実施した方がいいんじゃないかというような視点での御質問かと思

いますが、一番大切にすべきものは、やはり人の命、そして安全・安心して通園していただけ

るような施設だと思います。一定の年度以降に整備したからいいというものは、行政が責任を

持って言えるかというと、なかなかそういう答弁はできないと思いますので、一度財政当局と

も協議する中で速やかに対応を検討したいと思います。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） ありがとうございました。 

 北中の例がありますので、やっぱりきちっと利用される保護者の皆さん方に、本当に安心な

ら、安心ですよと胸を張れるようにしていただければいいと思いますし、また本当にその耐震

診断の結果がよければ、またここの保育園そのものが新たな避難所にもなる、そういう可能性

もあると思うんですね。例えば調理場を持っているわけですね、保育園というところは。そう

すると、そこでの炊き出しだとか、そういうことも可能だというふうに思うんです。例えば全

部これがセンター方式だと、一つのセンターだけで全部やっていた場合、いざというときに、
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そのセンターかつぶれた場合は終わりになっちゃうわけですけれども、しかし、たまたま大口

町の場合、保育園というのはセンターじゃなくて、給食は自分のところの保育園で調理してい

るわけですので、そういった災害の際にも、十分に炊き出しだとかそういうものにも活用でき

るんじゃないかなあというふうに思いますので、そこら辺は財政当局も総合的に見ていただい

て、保育園も災害時における付近の住民の皆さんを支援する一つの拠点になり得るということ

ですね。そこら辺をよく認識していただけたらなあというふうに思いますので、ひとつよろし

くお願いをいたします。 

 ただ、午前中、そして午後の質問を私ずうっと伺っていて思ったんですけれども、大きな自

治体ですと、例えば災害なら災害ということで専門の職員がおられるわけですよ。例えば愛知

県の方へ行けば防災監なんていって、そういう役職の人がおられるわけですけれども、大口町

の場合、たったの２万人ばかりのまちで、職員の数も保育士さんを入れても200人を切るよう

な、そういう中で一人ひとりの職員の皆さん方が幾つもかけ持ちでいろんな業務をやっていか

なくちゃいけない。そういう状況が今あって、まあ忙しいからということで、特定の人だけで

いろんなものを計画しちゃったりだとか、本当はほかの課にもまたがるような仕事があっても、

おまえさんのところでやっておいてくれやというような、そういうことにもなりかねないよう

な状況が今役場の中にあるのかなあということも、きょうの議論を聞いている中で非常に痛感

いたしました。そういう意味でも横の連携を本当にとっていただく。そのために政策調整室と

いうのがあるんじゃないかなあといつも思うんですけれども、政策調整というのは、一体どう

いう部署なんですか。ちょっと教えていただけますか。 

○議長（田正輝君） 政策調整課長。 

○政策調整室参事兼政策調整課長（大森 滋君） 政策調整課についての御質問ですけれども、

町の主要な施策の調整をするということであります。今行っておりますのは、経営計画書に基

づく政策の推進ということで、各課からの主要な政策を出していただきまして、そういったも

のについての聞き取り等を行っておるということであります。具体的に個々の政策をどう調整

するかというところにつきましては、財政問題であれば当然担当課と財政課というような形に

なってくるのかなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） 経営ということが出てきましたけれども、まず住民の命が一番大切なん

だというところからぜひ入っていただきたいなあというふうに思うんですよ。いかに大口町の

２万余の住民の皆さん方の命と暮らしを守るのか、これが一番私は大切なことじゃないかなあ

というふうに思うんですね。 
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 もう一つは、大口町の場合、昼間の人口の方が多い、そういう自治体ですよね。そうします

と、例えば国勢調査で私見させてもらったんですけれども、昼間人口が２万8,000人だそうで

すね。大口町の人口は２万人ですけれども、それよりも多くなってしまっているんですね、今。

その中身をまたよく見てみると、１万人ぐらい出ていっているんですね。だから、残りは１万

人。それで１万8,000人が逆に入ってきているということだと思うんですけれども、そういっ

た方々に対するさまざまな施策等も、非常に私は大切なことではないかなあというふうに思い

ます。先ほども総務部長の方から、地震のときに大口町の場合は、避難者とかそういうのは皆

無なんだというような答弁がありましたけれども、しかし、本当にそうなんだろうかというこ

とを非常に私は疑問に思いました。そういった通勤でこちらへ来られた方が帰宅困難になる、

そういうことだってああいった災害が起きれば出てくると思うんですね。だから、決してそう

いった備えがおろそかであってはならないということを、私はこの場で言っておきたいと思い

ます。 

 続いて、次の問題です。消防の広域化です。 

 これは、私はやめた方がいいよという提案をさせていただきました。消防の広域化について

は３月議会でも私取り上げさせていただきましたけれども、総務部長さんは、広域化によって

大規模災害だとか特殊災害への対応が可能なんだと。それから事務職員等を現場要員に振り分

けることもできる等々、そういったメリットについての答弁が行われました。しかし、おとつ

いの地震の災害状況、救助の状況を見ていると、埼玉の消防局だとか、いろいろ大きいところ

の消防署の特殊な任務を負ってみえる職員の方がもう配置されているんですね。だから、広域

化したからそういった方が来るわけじゃなくて、広域化しなくても、もう既にそういった横の

連絡というのはとれている、それが実態だと思うんです。自衛隊も今は入るのが早いですね。

阪神大震災の教訓から、それぞれの自衛隊の隊長さんなり責任者の人が、必要だと思えば投入

してもいいんだよというようなことにもなっていますよね。 

 ですから、広域化することによるメリットというのは非常に少ない。むしろ広域化した自治

体の消防、３月議会でも紹介させてもらいましたけれども、一宮の消防本部においても既に職

員の数を減らしているといったことも紹介させてもらいました。それから、例えば尾張北部、

中部の西春日井消防本部、岩倉、江南、丹羽、犬山、小牧、春日井、こういうことで、人口に

すると88万人の地域で広域化を目指すように、平成24年度までにやれという県の方からの提案

もあるわけですけれども、それをやることによって、今度は実は消防力の基準、整備指針に基

づく充足率というのを見ると、救急車の数も減らすことができてしまうということも３月議会

で紹介させていただきました。救急車の数、これは一例ですけれども、現在、丹羽消防から春

日井市までの中で30台救急車があるわけですけれども、消防力の基準に基づきますと21台でい
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いことになってしまうんです。ですから、９台減らしても大丈夫なんだというようなことにな

ってしまうんです。そうすると、私はかえって地域の防災力、消防力、そうしたものが低下し

てしまう、そういうことだと私は思うんです。 

 この消防の広域化について、各自治体に対して昨年度、意見を県の方は求めておったという

ふうに思うんですけれども、大口町はどのような回答をされたんでしょうか、教えていただけ

ますでしょうか。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 申しわけございませんが、今御質問のありました昨

年度、各市町に問い合わせがあったということですけれども、消防本部ではなくて、それぞれ

組合消防や市町村に問い合わせがあったという趣旨での御質問だというふうに思いますが、ち

ょっと承知はいたしておりません。ただ、先回３月のときに、消防の広域化について吉田議員

さんより御質問がありまして、そのときにもお話をしましたが、本町においては、確かに丹羽

広域事務組合の中の消防本部の整備の状況等を見てみますと、やはり広域化が想定をされてお

ります88万1,000人の区域の中では、設備的には非常に上位のところにあるというような状況

は間違いないわけでございます。 

 そんな中で、実は５月30日でございますが、この消防の広域化についてのセミナーが開催さ

れまして、佐賀の広域消防局についての事例発表がございました。その折にも、今、吉田議員

さんから話がありました、消防としての充足率と現実に配備されておる状況、さらには職員の

関係のものがその中で説明がございまして、また御報告がございまして、先ほどからお話があ

りました本町の88万1,000人にした場合の救急車の台数が、現状の台数を加算していきますと

30台になります。ただ、充足率では21台で十分だというようなことで、９台減るというような

お話をしきりになさっておるわけでございますが、この佐賀の広域消防局の広域化の過程の中

では、そのようなことも含めて、広域での設備関係はどの程度にするのがいいだろうかという

ことも含めて、広域化の中で議論がされてきておるというような旨の報告がございました。で

すから、私どもが知る範囲では、今の大口町の状況、あるいは丹羽広域の状況等、こういうも

のが非常に整備が進んでおるという中で、このことも含めまして、今後県の示しました案に沿

いまして、その協議会の中でいろいろ議論をしていきたいというように考えております。 

 それから、すみません、先ほどの小学校の耐震の話ですけれども、どうも私の回答がよくな

いみたいで、吉田議員さんに違った理解をされておるような節がございますので、ここで丹羽

議員さんに回答されました教育部長さんの回答を、いま一度南小学校に関して復唱させていた

だきますと、南小学校の耐震につきましては、平成20年度、今年度校舎の耐震設計を実施しま

して、平成21年度に校舎の耐震補強工事を行うというものでございます。そして、校舎の耐震
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補強工事の施工後におきましても、明日の学校づくり施設の整備事業として改築を計画してい

くということでございますので、先ほどから地震が地震がというお話をしきりになさっておる

わけでございますが、地震に対する対応につきましては、南小学校に関していえば平成21年度

の校舎の耐震補強工事で進めていくということでございますので、いま一度私の回答がまずか

ったのであれば、そのようにお答えさせていただきます。以上です。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） 先にちょっと耐震化だけ話を進めていかないかんかもわからんのですけ

れども、耐震化することはわかったんですけれども、その後の建てかえをするという、その時

期がはっきりしていないからということで私は質問させてもらったんです。ですから、それを

いつ建てかえをするんですかということなんです。だから、それを早くやらないといけないん

じゃないですかということを私は言いたかったんですけれども、明日の学校づくりの検討委員

会の方でそれは検討してもらうということなんだけれども、財政当局としていつまでにそれを

やっていかないかんのかということを私はお尋ねしただけのことで、それをまたこちらの明日

の学校づくりの方に議論を吹っかけるつもりも何でもないんです。財政当局はどう考えている

のかということを私は聞いているだけなもんだから、だからそれで回答がなかったんです、そ

ういう意味ではね。いつまでに建てかえをするのかというふうに私が聞いておるわけだから、

財政当局としてはね。だから、それはそれでいいんです、そういう考えが今もしないのであれ

ば。そんなことで時間を費やしていたら全部進まないから、だから、それがいかんと言われて

も、それはだめなんです。 

 広域化の問題については、今後議論がされていくんだということで言葉を濁されるだけなん

ですけれども、既に昨年、愛知県は各自治体の首長さんに対して、どのようなお考えなんです

かということで、その御意見を出していただくようにしておられるんです。私もちょっと調べ

たんですけど、大口町長さんがないんですわ、その御意見の内容が。それで、私は大口町はど

ういう対応をしたのかわからんかったもんですからお尋ねしているんです。例えば蒲郡だとか、

一宮市だとか、いろんな市町があるわけですけれども、そういうところの回答書は見せてもら

ったんです。ところが、大口町はないんです。どうしてそれがないのか、私もよくわからない

んです。それは一部事務組合でやってみえるもんだから、その当時の管理者が扶桑町ですね、

昨年は。違いますか、丹羽消防の方はね。だから、扶桑町長が丹羽消防の管理者として回答し

ておられるのかもしれませんけれども、ちょっとそこら辺私よくわからないんです。だけれど

も、少なくとも回答をしているかいないかは別にして、町としての考えというのは、私は当然

あると思うんですね。 
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 それで、先ほども出てきたように、今後、協議会で議論をしていくという答弁だったと思い

ますけれども、しかし、広域化したときに充足率についても議論の対象になるんだという御説

明でしたよね。５月30日の広域化についてのセミナー、佐賀の消防本部の広域化についてのも

のがテーマになって、その中で充足率もテーマになったんだということなんです。ということ

はどういうことかというと、この充足率、例えばさっきも言いましたけれども、現有は救急車

30台ですけれども、基準では21台でいいということになれば、その議論によっては救急車の数

が21台に減らされることもあり得るということになりますし、それから消防ポンプ自動車、こ

れ現有が44台ありますけれども、基準では41台でいいということになっていますので、そうす

るとこれも減らすことができてしまう、こういうことが起こり得るわけです。救急車やポンプ

車の数が減れば、職員の数も減らすことができちゃうようになっていますよね。だから、そう

いう意味では、非常に広域化することによって消防力というのは、充足率を例えば基準どおり

に合わせた場合は、かなり低下するだろうと言わざるを得ない状況があるというふうに思って

おりますけれども、私の言っていることは根拠がないことなんでしょうか。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 充足率等につきましては、基準等がございまして、

それが一つの目安になって各消防本部において整備がされておるということで、それをベース

にお話をされておりますので、根拠がないというふうには思っておりません。しかし、それは

決め事ではなくて、今後協議会の中でそういうことも含めて協議を進めていくということを申

し上げておるのでございます。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） そもそも広域化というのは一体何なのかということだと思うんですね。

なぜ広域化しなくちゃいけないのかということだと思うんです。３月議会でも総務部長さんが、

県のＱ＆Ａか何かで多分見られたと思うんですけれども、広域化することによって大規模災害

だとか特殊災害への対応が可能だとか、そういうことを言われましたけれども、しかし、一番

広域化したいと思っていらっしゃる人たちというのは、私はどういう人たちかよくわかりませ

んけれども、広域化するメリットというのは一体何なのかといったら、結局は人件費等々の削

減ではないかなあというふうに思うんですね。そういうことで本当に人の安全が守れるのか守

れないのか、ここがこの広域化の問題で問われることではないかなあというふうに思うんです。 

 結局、大規模災害になったら、人海戦術で人手の問題なんですよね、もうああなると。しか

も、じゃあ一般の住民が手が出せるかといったら、そういう問題でもないですよね。一定の訓

練を受けた人じゃないと手出しがなかなかできないじゃないですか、現実の話。そういう中で
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消防力を現状よりも低下させていく可能性があるこの広域化が、果たして本当にいいのかどう

なのか、私はここが問われておることだと思うんです。だから、協議会で議論をしていくとい

うことなんですけれども、大口町としてはどういう方向で協議に臨んでいかれるんですか。そ

の流れに従っていけばいいというふうに思っているんですか、どうなんでしょうか。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 今、一部事務組合の消防の関係を担当しております

部局としての考え方でございますが、３月の議会において、広域化の対象のそれぞれの消防本

部の状況につきまして一覧表にしてお示しをしました。こういう中で今私どもが言えるのは、

その水準を維持するということは、それぞれ住民の皆さんへの説明責任として、そのように努

力する必要があるというふうに思っております。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） 大変重要な御答弁だったと私は思うんです。今ある水準を維持する、そ

ういう方向で協議会に臨まれるのであれば、臨んでいただきたいというふうに思うんですけれ

ども、しかし、この水準というのは一体どの水準なのかということですね。それもちょっと問

題になってきますので、今ある水準、少なくとも丹羽消防で今行っている、例えば人員であり

ますとか、車両でありますとか、こうしたものが少なくとも今以下にはならない。きょうもた

くさん地震の質問が出ていましたけれども、消防力をむしろ充実させる方向で考えていかなけ

ればならない、そういう時期が刻々と迫っているというふうに思いますので、ぜひそうした方

向で今後も検討をしていただきたいというふうに要望しておきます。 

 続きまして、県の遺児手当支給停止を許すなという問題でございます。 

 実は愛知県は母子家庭などを対象に遺児手当を支給しています。遺児手当というのは、児童

扶養手当のことですね。愛知県は遺児手当というふうに呼んでいますけれども、国だとか大口

町は児童扶養手当というふうに呼んでいます。この県の遺児手当というのは、１ヵ月当たり３

年目までは4,500円なんですよ。ところが、４年目、５年目になると２分の１の2,250円になっ

てしまいます。そして６年目、要するに５年間経過しますと、もうもらえなくなってしまうん

ですね。そういうことが既に６年ぐらい前に決まっております。支給されてから５年経過する

と、最大半分に減らしますよといって、国の児童扶養手当が解約されていますけれども、その

どさくさ紛れに愛知県は、遺児手当を５年経過したらもう打ち切りで、支給停止になっていま

す。またそういう通知が多分４月の終わりか５月の初めぐらいに、今まで支給されていた御家

庭に届けられていると思いますけれども、一体何世帯ぐらいの人に対して打ち切りの通知が行

ったんでしょうか、ちょっと教えてください。 
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○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） 回答が前後するかもしれませんけれども、るる児童扶養手当と

県の遺児手当の関係につきましては議員の方から、どんな制度かということにつきまして御説

明がありました。この愛知県の遺児手当制度の打ち切りの方針としましては、一つにはこうし

た考え方があるということで説明させていただきますけれども、母子家庭等の自立を図るため

には、母親自身の精神的安定と自立意欲の助長、あるいは就労意欲の醸成を図ることが肝要で

あると考える。こうした観点から、愛知県においては、自立支援対策として、手当支給という

経済的支援から、相談業務や就労に必要な技能習得の促進、あるいは就業支援サービスの提供

といった施策への移行が重要と判断された結果、このような段階的な廃止ということに踏み切

ったというふうに理解をいたしております。 

 そこで、具体的に廃止の通知をというお話ですけれども、ことしの４月１日現在ですけれど

も、５年経過した児童につきましては、児童は156名、受給対象者は108名でございます。以上

です。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） 今、児童は156人ということで、支給対象は108人。要するに子供さんが

２人ないし３人おられる、そういう世帯もあるということなんですね。私も母子家庭の何人か

からお話を伺いましたけれども、自立するために５年程度あればいいだろうということですね、

県は。しかし、これを打ち切られたことよって、精神的に安定するどころか、精神的に不安に

なられた人がほとんどなんですよ。ショックだったそうです、こういう通知が来て。精神的に

不安だそうです、こういうものがどんどん打ち切られると。このときに、国の児童扶養手当も

半分に減らすというのはちょっと延期にしましたよね。要するに働く意欲がある方とか、現在

働いておるだとか、そういう一定の要件があれば、半分に減らすというのは一時的にちょっと

凍結しますよというふうになっていて、そういう通知も届いているさなかなんですね。そうい

う受け付けなんかもやっているんですよ、大口町の今の福祉課の窓口の方ではね。そういう状

況のところで、愛知県の遺児手当はもうもらえなくなってしまったということで、私のところ

には非常に怒って電話をかけてきた人もおられます。 

 実はここにも書いておきましたけれど、生活保護費というのもひどい状況があるんですよ。

生活保護費の中に母子加算というのがありますけれども、この母子加算というのは、２段階に

分かれているんです。15歳未満と、それから16歳から18歳になった３月31日までということに

なっているわけなんですけれども、要するに16、17、18歳、この３年間の部分と、それから15

歳以下の部分と分かれているんです。既に16歳から18歳までの生活保護費の母子加算について
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は17年度から廃止されています。これ今まで幾らあったかというと、2004年ですから今から４

年か５年ぐらい前ですけれども、３級地で２万20円だったそうですね。これがその明くる年に

なると１万3,350円、それからおととしになると6,670円ですか。昨年はとうとう廃止になりま

した。それから15歳以下の子供がおられる、そういう母子加算については、来年度から廃止で

す。今年度は6,670円、去年は１万3,350円、その前は２万20円ということで、３級地について

はこういう状況があります。生活保護の方の母子加算も実は今削られている。どんどん削られ

ている。老齢加算というのもおととしなくなりましたけれども、母子加算もそんな状況で今な

くなっています。 

 そうした中で、私が本当に腹立たしいのは、片親だけで育てるというのは非常に心細いもの

だというふうに私は思うんですね。だから、そういう中で本当にこうした手当がどんどん削ら

れるということは、本当に子供を育てる上で心細いことだというふうに私は思うんですよ。そ

ういう意味では、ぜひ町長さんにおかれましては、支給停止をするなということをぜひ県知事

に直接言ってもらいたいというふうに思っているんです。いかがですか。 

○議長（田正輝君） 町長。 

○町長（酒井 君） 遺児手当についてということでありますけれども、県の方は就労支援を

していこうという形でこれを続けてきたわけでありますので、つい先日も福祉部の方と打ち合

わせまして、県の方へこの結果について、一度どういう状況にあるのかを確認したいと、こん

なことを思っています。今現在まだその状況がつかめておりませんので、その状況をつかみな

がら、今回の件についてどういうふうに対応できていくのかということを考えたい、このよう

に思っております。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） 愛知県は就労支援、もともと国の児童扶養手当にしても、半分に減らす

というようなことも、その分の財源を就労支援に置きかえていくんだというようなことで話が

始まったというふうに私記憶しておるんですね、当時。ところが、就労支援はほとんど実は行

われていない。県によってはその予算がほとんど余っちゃっているという状況も実はあるんで

す。だから、手当を本当に切られただけというような、そういう状況が今あるんです。 

 愛知県に私も伺ったんです。担当の方はどう言ったかというと、遺児手当というような、母

子手当に相当するそういう手当を支給している都道府県というのは、東京都とこの愛知県ぐら

いなものなんだそうですよ、聞いてみると。東京都はじゃあ今どうしておるんだと聞いたら、

東京都はまだ支給しておりますということらしいですね、どうも。ところが、愛知県は５年を

経過したら打ち切ると。非常に冷たいことじゃないのかということで私もそのお話をさせても
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らったんです。愛知県は全国47の都道府県の中でも財政的にも非常に東京都に次いで裕福だと

いうふうにも言われている県ですね。そうした中で、最近は子育て支援ということで、去年で

したか、３歳未満の３人目の保育料を市町村と折半して、市町村と折半するというのがみそで

すよね、自分のところだけでやらないというね。市町村と折半して保育料を無料にするだとか、

それから子供の医療費の無料制度を就学前まで、入院も通院もとりあえず無料にする、これも

県と各自治体で折半なんですね、本当はね。そういうことで、一応子育て支援ということで見

ると前進してきた面もあるんですけれども、しかし、母子家庭ということでとってみて、ここ

での遺児手当ということになると、非常に冷たい仕打ちだというふうに言わざるを得ない。し

かも、さっきも言いましたように、生活保護費の切り下げまで国の方は行っている。そういう

中で生活保護も受けずに頑張っている母子家庭、お母さん方がいっぱいおられるのに、そうし

た人たちの不安まで増長させるようなこの遺児手当の削減というのは、私は許せないというふ

うに思います。 

 それからもう一つ私が言いたかったのは、延長保育料の問題なんですけれども、通常の保育

料よりも延長保育料の方が高い人は24人おられるということが３月議会で御答弁いただいたと

思うんですけれども、そのうちの23人は母子家庭の方ですという御答弁だったんです、３月議

会で。だから、通常の保育料よりも延長保育料の方が高い人、24人のうち23人が母子家庭。こ

こでも母子家庭の皆さん方に対する負担が大きくなっているわけですね。だから、そういう意

味では本当に子育てするのが大変だと思うんですよ、こういう状況をこのまましていくという

ことについては。だから、延長保育料については平成20年度中に見直しをするということで、

町長さんも言っておられるもんですから、よかったなあと。自分の選挙ではちょっと追い風で

はなく、逆風が吹いたというような御答弁も３月議会にあったわけですけれども、見直しをす

るということですけれども、今の遺児手当の削減分、せめて県が削減しておる間じゅう、私は

町が持つべきじゃないかなあというふうに思うんですけれども、町としてはいかがお考えでし

ょうか。 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） 県の遺児手当の削減分を大口町で補完をというか、補てんをと

いうようなお考えの御質問かと思いますが、今、時代が地方分権の中で、母子家庭にかかわら

ず、やはり求められるのは自助・互助ということかと思います。そうした国・県の考えの中で

こういった手当が段階的に削減される。これを大口町が補完するとなると、国・県の制度に大

口町が逆らうというようなことになります。大口町とてその制度に当然賛同した考え方を持っ

ておるということでございますので、現在、県の遺児手当が段階的に削減されようとも、大口

町として補完する考えはございません。 
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 なお、母子家庭の実態として、真にいろいろと実情的に困ってみえるようなケースがござい

ましたら、これは先ほど議員から福祉課というようなお話がありましたけれども、所管はこど

も課でございますが、こども課の方へ具体的に、個人情報の関係もございますけれども、御相

談いただければ、いろいろと親身になってまたあれやこれやと対応させていただきたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） 先月だったか、先々月だったか、釧路市の母子家庭に対する支援につい

ての番組がありました。私それをちょっと見ておったわけですけれども、たまたまそこの中３

のお子さんが高校入試で、公立高校は残念ながら滑っちゃったんですね。そうすると私学とい

うことになるわけですけれども、私学に入ろうと思うと入学金が要りますよね。入学金のまと

まったお金もないもんですから、借りようと思ったんですね、役場を通じて。就学援助的なそ

ういう貸付制度もあるということで、借りようと思ったんです。ところが、期日までに借りら

れないということがわかったんだそうですよ。入学金はいついつまでに納めなさいよというこ

とを言われるわけですよね。ところが貸付制度は、その期日までに貸せれませんと、到底無理

ですと。何とかならないんでしょうかと。それは規則ですから何ともなりませんと。そういう

やりとりをその番組で見ていて、本当にどういう国なんだろう、日本はと思いました。 

 母子家庭の方だけじゃなくて、今の貧困と格差と言われている中で、本当に年収200万円以

下で子育てされてみえる人もいっぱいおるわけですね。母子家庭の中にもそういう人が本当に

数多くおるというふうに私も認識していますけれども、そうした人たちの中には、本当に貯金

というものもない。生活保護を受けてみえる方なら、なおさら貯金なんてできるはずがないわ

けですね。そういうところの子供さんは、お金を借りて高校へ行かせようと思っても、行かせ

られないような状況が現実にはあるんだということを、私それを見て本当に悲しい思いをした

わけです。 

 そういう意味では、生活保護を受けずに、県の手当だとか国の手当だとか、町の手当だとか

をいただきながら、一生懸命自分でも働いて自立しながら子育てをしてみえるお母さん方を支

援することは、何も愛知県に対して反発をするようなことではないというふうに私は思うんで

す。違いますかね。一生懸命お母さん方が働いて、こういう手当を受けながら子育てをしてい

る。ところが、その手当も削られる、そういうことで本当にいいのかどうか。子供たちが羽ば

たく時期において、母子家庭の皆さん方の話を聞いていると、そういう時期が来ると困るとい

う話をよく伺います。せめて、4,500円なんです、月額ね。この手当を愛知県は切ってきたわ

けですけれども、本当に母子家庭の皆さん方の実情をよく考えていただいて、せめて県が切る
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のなら、町が支給をするということがあってもいいと思うんです。大口町も今3,000円でした

ね。4,500円切られるわけですから、4,500円上乗せしてもらう。４年目、５年目になると

2,250円切られるわけですから、その分上乗せしてもらう、その程度のことは大口町としてや

ってもいいと思うんですよ。何も手当をもらっている人は、その手当だけで生活しているわけ

じゃないですよ。実態は違いますか。自立しようと思って一生懸命働いてみえる人ばっかりじ

ゃないですか、そうした手当をもらっている人たちは。そういう人たちを支援するという気持

ちがあるのかないのかということだと思うんですよ、町の姿勢として。手当をもらっておるの

が悪いというような、そういう思想というのか、そういうところに埋没しておってはいかんと

思うんですよね。まず母子家庭の皆さん方がどういうふうに生活してみえるのかという実態か

ら入らないといかんと思うんです。 

 だから、本当に考えてほしいんですよ。今年度中ちょっと考えてくださいよ。来年からちゃ

んと支給してほしい。途中からでもいいんですけど、４月にさかのぼって本当は支給してもら

うのが一番いいと思っているんですけれども、検討いただけんですか、財政当局の方は。いか

がですか。 

○議長（田正輝君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 手当につきましては、個別の手当、町の児童扶養手

当につきましても、私が健康福祉部におるときからいろいろと議員さんから値上げの要望なり

要求なりをいただいておりますが、私どもはその折からお話をしておりますが、やっぱり手当

については全面的な見直しを考えておりまして、現在でもその考え方は変わっておりません。 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） 実態把握というような御要望がございましたので、実態把握に

つきましては、20年度、どこまでできるかわかりませんけれども、できるだけやらせていただ

きたいと思います。 

 再度の答弁になるかと思いますけれども、金銭的な支援ではなくて、あくまで自立のための

相談的支援、そんなふうに御理解をいただきたいということと、それと母子家庭の方につきま

しては、愛知県が全くやっていないというようなお話もございましたけれども、ここに愛知県

の「自立した生活を送るために」というような、こういったものを多分お持ちだと思いますが、

相談支援から始まりまして、貸付制度、るる制度を設けております。こうしたことについて、

県の制度ではありますけれども、関係の母子家庭の保護者の方に周知をしていくというのも大

口町の大きな務めかなということを思います。さらにはいろんな制度の中でひとり親家庭につ

きましては支援策、あるいは負担の軽減策等がされております。何年か前のデータであります

ので、若干金額的には差異があるかもしれませんけれども、総体的に見ますと、母子家庭に対
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しては年間約100万ほどの金銭給付が、この児童扶養手当、あるいは県の遺児手当以外に給付

がされておるというような逆の見方もできますので、そういった観点からもひとつ御理解を賜

りたいと思います。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） そういう目に見えないさまざまな給付、例えば医療費だとか、多分そう

いうものに当たってくるんだろうというふうに私は思います。しかしながら、お金がないと教

育も受けられないんです。それが現実なんです。就労支援をやっていないなんて言っていませ

んよ、私。だけど、それが十分に活用されていないですよ、現実の話。ほとんどの人は既に就

労しているんです、母子家庭の人は。特に愛知県の場合は就職先がいっぱいあるんだから。そ

うでしょう。だから、そんな予算が来たって使い切れるわけないんですよ、もともと。だから、

単に児童扶養手当等の予算を削減するだけになっちゃうんです、このままでは。それだったら、

こうした世帯に対して給付を続けることの方が私は有効だというふうに思うんですね。だから、

そういう意味ではきちっと手当を出していただきたいというふうに思います。目に見えない形

での給付が100万円ほどあるというふうに言われましたけど、例えば教育委員会の方で準要保

護という制度がありますよね。母子家庭の人は多分ほとんど準要保護になるというふうに思う

んですけれども、例えば給食費というのは一体幾らの負担になるんですか、この準要保護の世

帯については。ちょっと教えてもらえますか。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） 準要保護も、生活保護と同様であります。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） そうすると、無料なんですか。 

○議長（田正輝君） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（三輪恒久君） 全額であります。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） そうすると、給食費等については全額無料ということをやってみえるわ

けですね。 

 それからあと例えば高校の授業料、県立高校だと一定の収入以下の人だと授業料が免除にな

るみたいですね。私の知っている人も、この間うち免除になって、非常に助かったと。今、月

額、授業料だけでも１万円ぐらいですね。9,900円か9,800円か、かなり高いんですよ。私の高
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校のとき、たしか2,300円ぐらいだった覚えがあるんだけど、それと比べると30年ぐらいで４

倍ぐらいに上がっているんですよ。ましてや大学へ行かせようと思ったらどうなるんですか。

国公立で今50万、60万、授業料だけで。あと入学金も要りますよね。そうすると、本当に母子

家庭の皆さん方は、片親で子供たちに教育をつけようと思ったら、本当に大変なことだという

ことだと思うんですよ。両働きでも、役場の人たちに聞くと、大変だ、大変だと言ってみえる

けれども、片親の人だったらなおさら大変ですよ。だから、そうした教育もきちんと受けられ

るようにしようと思えば、一定の貯蓄なり、そうしたものが本当に必要になってくるんですよ。

だから、そういう意味では、今こうした手当が削られることは非常に痛手なんです。こうした

ものも子供の将来のためというふうに思ってためていらっしゃった方もおられるんですよ。そ

れを５年で打ち切りなんていうのは、本当にひどいと言わざるを得ない。だから、ぜひ今年度

中、母子家庭の皆さん方の生活の実態をよく調査していただいて、町としてきちんと復活して

ほしい、この部分を復元していただきたい、そう要望してこの質問は終わらせていただきます。 

 続いて、国民健康保険税の所得階層ごとの負担率はどうなっているのか。 

 きょう皆さん方に、私の質問の前にお配りをいただきました、「平成20年６月議会一般質問

資料、質問者、吉田正議員」というふうに書いてある方を見ていただきますと、下の折れ線グ

ラフ、これを見ていただくと本当によくわかるんです。縦軸は負担率、パーセントですね。横

軸は所得額です。所得です、あくまでも。収入にしなかったのは、御商売をやってみえる世帯

とか、そういう世帯があると比較ができにくいからであります。だから、給与の人であれば給

与所得控除後の金額が所得金額になりますし、御商売をやってみえる方ですと、売り上げから

経費などを除けば、それが所得になっていくと思います。これの裏に書いてありますけれども、

40歳代の夫婦で10歳代の子供が２人、固定資産税はなしだという前提で比較をしていただきま

した。所得金額が100万円ですと、100万円に対する国保税は12万7,700円ということで、その

所得に対する国保税の負担率は12.77％ということになります。 

 これをずうっと見ていっていただきますと、所得が1,000万ありますと国保税は65万円。こ

れは平成19年度ですけれども、そうすると、負担率は6.5％ということになりますので、所得

金額が100万と1,000万と比較しますと、所得に対する負担率は約半分になるんです。つまり、

国民健康保険税という制度そのものは、どういう制度かというと、所得が低ければ低い人ほど

負担率が重い制度なんです。これがこの表を見ていただくとおわかりになると思います。 

 それで表の方に国保税所得階層ごとの負担率ということで折れ線グラフになっています。所

得ごとに、所得がふえればふえるほどその負担率は実は逓減していくということなんです。ど

うしてこういうことになるのかということ、多分健康福祉部長は説明したいだろうなあという

ふうに思うんですけれども、これ結局は均等割とか平等割ですね。要するに応益負担、この分
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が高いというのが一つあると思うんですね。それから応能割、要するに所得割ですね。この所

得割の部分の割合が低い。低いというよりも、今、応益と応能の割合がほぼ１対１ですね、五

分五分なんですね。そういうことで、所得が低くても平等割だとか均等割が高いもんだから、

どうしても国保税が所得が低くても高くなっちゃうんですよ、そういうことが実は起きる。し

かも、所得100万の人だと５割軽減と書いてあるんだけれども、軽減が行われておってもこう

いうことになると思うんです。支払い能力に対して税をかけるということでいけば、これが逆

にならんといかんと思うんですよ、本当は。所得が低い人ほど負担率が低くないと平等じゃな

いというふうに私は思うんですけれども、町の方はいかがお考えでしょうか。 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） 質問の中で、表の提出をということで提出した表につきまして

は、事務局にかわって正しく説明していただきましたので、私の方からは、上のグラフでござ

いますが、逆の見方をしますと、所得の高い方ほど国民健康保険税が高いと、逆に低い方は国

民健康保険税が少ないですよといったこともこのグラフから読み取りができるということを御

理解いただけたらと思います。 

 こうしたことから何がわかるかといいますと、国民健康保険制度そのものが、こうしたそれ

ぞれの所得の方々の適正な保険税の負担によって支えられている、互助制度での皆保険制度の

中の保険制度であるということが端的に読み取りできるのではないかなというふうに理解をす

るものであります。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） まず、税というのであれば、その負担能力に応じて決められなければな

らないというふうに思うんですね。所得が100万しかないという世帯があれば、その100万とい

う所得というのは、ほとんど生活のための消費に回ってしまう世帯ではないかなあと思うんで

すね。片や、例えば1,000万所得のある４人家族の世帯だとすれば、それがすべて消費に回る

ということは、とても普通の生活をしておったとしたら考えられないことだというふうに私は

思うんですね。そういう意味では、生活的に余力のある世帯というのは、所得が多い世帯の方

に余力があるというふうに考えるのが普通だと思うんですよ。そうじゃないですか。だから、

そういう意味では、所得が多い人ほど国保税の負担も多くしていただかないと、平等とは言え

ないというふうに思うんですよ、税という観点からしたらね。私はそう思うんですよ。ところ

が国保税はそういうふうになっていないものなんですよ。確かに所得が多ければ多いほど金額

はふえますよ。ふえても、所得に対する負担割合はどんどん減っていっちゃうんですから。と

いうことは、例えば65万円払っている世帯と100万しかない世帯と比べたら、どっちが生活が
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苦しいかといったら、100万円しかない世帯の方が苦しいに決まっているじゃないですか、こ

れだけの国保税を払った場合ね。だから、そういう意味では、こういう状態を解消する必要が

あるというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（田正輝君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） 所得の高い方に負担をというようなお話でございますけれども、

国民健康保険税は地方税法の中で規定されておりますけれども、この中で、それぞれ医療分、

あるいは19年度の場合ですと医療分と介護分の賦課限度額、こうしたものが医療分については

56万、介護分については９万というような賦課限度額がございますので、当然所得の高い方で

ありますと、それ以上は、例えば60万、70万を課すというわけにいきませんので、今おっしゃ

ったような現象が起きるかなと思いますけれども、これは国民健康保険の仕組みの中での税制

度のものでございますので、これは変えようがないかなと思います。 

 ただ、私ども、今議員からお話がありましたように、例えば100万しか所得のない方、こう

いう人についても一定の国民健康保険税を負担して、残りで生活をしないかんというようなお

話で、確かにそうかと思います。そうした中で、国民健康保険税につきましては、今年度から

支援分というのが新たに賦課限度額12万で追加されたわけでございますが、これまた後期高齢

者との関連がございまして、平成20年度におきまして、21年度に向けてはまた新たに見直しと

いうようなことも考えるんだろうと思っておりますし、さらには国民健康保険税の四つの課税

の仕組み、所得割、資産割、世帯平等、個人均等、これがずうっと大口町としてこの方法を採

用してきたわけですけれども、果たしてこれが国民健康保険の被保険者の方にとっていい方法

なのかどうなのか、こうしたことも改めて一度研究してまいりたいと。こうした中で、今回と

られました後期高齢者の、例えば今回35号で条例を上程させていただいた特定世帯、こういっ

たような制度も国の制度として新たに構築され、さらには今回の後期高齢者の保険料の、与党

のプロジェクトチームの案でいきますと９割軽減といったような考え方もあります。これがど

うなるかは別問題でございますけれども、そうしたものが法制化されてくることになりますと、

国民健康保険税にも少なからず影響してくると思いますので、そういったあたりを総合的に判

断する中で、21年度に向けて研究をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願

いします。 

（１番議員挙手） 

○議長（田正輝君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） 私は、明らかに所得に対する負担率、ここにはいびつな形があるのだろ

うというふうに思っております。例えば住民税だとか所得税だと非課税という人がありますよ

ね。非課税であったとしても、いろんなサービスは受けられるわけですよ、現実の話。ところ
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が、国保税の場合は、払っていただかないと、大口町の場合ですと、保険証が短期保険証にな

り、それでも支払わないということになると資格証明書ということになって、お医者さんでの

窓口負担は10割負担。以前、保険年金課で調べてもらったことがあるんですけれども、資格証

明書をもらっている世帯については、一度もお医者さんにかかっていないという実態も、大口

町の実態として調べていただいたことがあるんですね。要するに保険税が払えん人は医者にか

からないんですね。かかれないんです。そういう人も大口町にはおられるわけですね。 

 例えば所得が100万から200万ぐらいの人ですと、最も負担率が高いんですよ。13％から14％

にかけての負担率になってくるわけですけれども、こうした高い国保税を払って、これまた医

者にかかろうなんていうことになってくると、私は非常に大変だなあというふうに思います。

幸い大口町の場合は、子供の医療費については中学校卒業するまで無料にしていただきました

ので、非常にそういう点では助かっているわけですけれども、しかしながら、所得が100万、

200万ということで、子供を２人扶養していくということは非常に大変なことだというふうに

思います。そういう意味でも、私はこのいびつな負担のあり方を見直す必要があるというふう

に思います。 

 それから、よく私のところへ来て言われるのは、資産割、これも何か二重課税っぽいなあな

んて言われるんですね。例えば私の父親は一宮に住んでいますけれども、国民健康保険に入っ

ていますわ、一宮でね。一宮でも固定資産税を払っているし、大口町の固定資産税も払ってい

る。ところが、一宮の国民健康保険税には大口町の固定資産税は反映されないんです。そこに

住んでいるところで持ってみえる固定資産税についてだけを反映するのが国民健康保険税の資

産割なんですね。だから、資産割、資産割と言っておるんだけれども、例えば固定資産を持っ

ているけれども、そこで住んでいない人は資産割がかけられない、そういう性格のものなんで

すね。だから、そういう意味でも、不公平といったら不公平だというふうに思うんですね、資

産割というのは。いろいろそういう意見もあります。 

 それから、私今回取り上げさせてもらったように、所得に対する負担割合が、本当に所得の

低い人ほど重いというこの異常、これについては、周りの自治体がみんなやっておるから、そ

んなことを言ったってしようがないじゃないかということではなく、やっぱり実態としてよく

見てほしいんですよね。ですから、今後もこうした問題について私も取り上げていきますけれ

ども、できたら能力に応じた税金、当たり前の話なんですけど、税金というのは能力に応じて

支払うんでしょう。そういう税制にぜひしていただきたいなあと、それが公平な大口町の行政

のあるべき姿だろうというふうに思います。そうしたことを要望して、私の質問を終わります。

以上です。ありがとうございました。 

 ────────────────────────────────────────────────── 
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    ◎散会の宣告 

○議長（田正輝君） 一般質問の途中ですが、以上で本日の日程を終了いたします。 

 引き続き、明日の午前９時30分から本会議を再開し、一般質問を行います。 

 本日はこれをもって散会といたします。御苦労さまでした。 

（午後 ４時１３分）  


